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                                １０：０１開議  

 

○ 樋口龍馬委員長 

 昨日に引き続きまして、決算認定に係る審査をとり行ってまいりたいというふうに考え

ます。 

 では、インターネットの中継を開始してください。 

 本日は、市民文化部一部のみというふうになっております。皆さんの説明が上手であれ

ば、きょう１日で完了することができるのかなと、予備日に入るか入らないかは皆さんの

努力にかかっているというふうに自覚いただいて、スムーズな進行にご協力をいただきた

いと思います。 

 では、入るに当たりまして、部長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 山下市民文化部長 

 おはようございます。市民文化部長の山下でございます。 

 先に、入る前に少しご報告をさせていただきたいと。議員の皆様にはタブレットでけさ

送らせていただきましたが、実はきのう９月13日の午後３時ごろに市民課の窓口におきま

して職員が殴られるという、そういう暴行事件があったと。マイナンバーカードに関する

説明をしておるときだったということで、一応警察のほうに通報しまして被疑者について

は公務執行妨害ということで逮捕というふうな形になりましたものですから、このことに

つきまして、詳しくはタブレットのほうに配信させていただきましたので、まずはご報告

をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、平成29年度につきまして、市民文化部として取り組んでまいりましたソフト

事業、ハード事業、それら事業をご審議いただきまして決算認定を賜ればというふうに思

っています。よろしくお願い申し上げます。 

 また、協議会として、６月にもお願いをいたしましたコミュニティ助成事業の順番の考

え方について、またご協議をいただきたいという点と、もう一点、来年２月からコンビニ

交付を開始いたしますので、そのことについてのご報告をさせていただきたいというふう

に思いますのでどうかよろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 では、説明を続けてお願いをいたします。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 次長兼市民生活課長の服部です。 

 それでは、追加資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 タブレット端末トップ画面から、04産業生活常任委員会、13平成30年８月定例月議会、

06―01市民文化部決算分科会資料のファイルをお開きいただきますようにお願いいたしま

す。そのファイルの３ページをお願いいたします。 

 ３ページ、豊田政典委員からご請求をいただいた所属別の総括でございます。 

 平成29年２月定例月議会で報告をさせていただいた新年度予算における基本的な方針を

平成29年度取り組み方針として記載し、それに対する成果と主要課題及び今後の方針とい

う形で整理をさせていただきました。 

 ３ページが市民生活課分でございます。１、地域社会づくりについて、２、市民相談・

消費生活相談事業について、３、多文化共生推進事業についてということで、そういう区

分で成果と、それから４ページになりますが、主要課題及び今後の方針を整理しておりま

す。 

 ４ページ中ほどからが市民協働安全課。ここでは、１、市民協働の促進について、それ

から５ページになりますが、２、安全なまちづくりについて、３、人材の発掘・育成につ

いてという区分で整理を行いました。 

 ６ページでございますが、文化振興課。文化振興課では、１、文化振興について、２、

生涯学習活動支援についてという区分で成果と主要課題及び今後の方針を記載してござい

ます。 

 ７ページの下のほうでございますが、ここからは職員入れかえ後の分となりますが、市

民課、それから、８ページ中ほどからが男女共同参画課、９ページ中ほど、あさけプラザ

という順で整理をしてございます。 

 続いて、10ページをお願いいたします。 

 10ページは、中川委員からご請求をいただいた地域社会づくり総合事業費補助金の総括

でございます。これも９ページまでの決算の概要と同じまとめ方をしております。地域社

会づくり総合事業費補助金は、各地域団体における運動会や文化祭などの顔の見える関係
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づくりのための交流事業や、まちづくり構想等実現のための課題解決事業、また、それら

を住民主体で実施していくための団体事務局運営費に対して補助を行うものです。 

 ページ中ほど、主要課題及び今後の方針のところに記載をいたしましたが、各地域団体

における事業の硬直化という課題がございます。各地域団体の役員が年々交代される中で

なかなか難しい課題ではありますが、引き続き、時代やニーズに合った事業の見直しを行

っていただくよう働きかけを行ってまいります。また、団体事務局運営費につきましては、

地区割りとして交付をしておりますが、平成30年度に増額を行いましたが今後も経費がふ

えることが予測されますので、見直しを検討していかなければならないというふうに考え

てございます。 

 続いて、11ページをお願いいたします。 

 11ページは、委員長からご指示をいただきました多文化共生の資料でございます。11ペ

ージは現状と課題です。一番上のところですが、平成29年度末現在、本市における外国人

市民の割合は2.9％で、全国平均1.9％に比べて高い状況です。特に、笹川においては、１

の②の２行目でございますが、16.3％ということで非常に高くなっております。その下に

参考として、８月末現在の状況を記載いたしましたが、全国的な外国人市民数や笹川の集

住状況につきましては、ともに増加傾向にございます。 

 課題といたしましては、全市的な課題の①ですが、外国人市民の地域住民との交流や地

域社会づくりへの参画、②ですが、行政サービスなどの情報の確実な提供などが挙げられ

ます。このため本市では――別途決算常任委員会資料でご報告させていただいております

が――通訳の配置や市役所本庁舎１階での生活オリエンテーション事業などを行っており

ます。 

 また、（２）の③ですが、特に笹川においては南米出身の外国人市民が集住しており、

日本語を使わなくても生活できる環境であることから、より重点的な取り組みが必要であ

り、多文化共生サロンを設置いたしまして、日本語の重要性の啓発や自治会加入促進など

に取り組んでおるところでございます。 

 12ページ、これは、本市における外国人市民数の推移と地区別の状況の資料でございま

す。また、13ページは、笹川における外国人市民数の推移とブラジル人の状況です。 

 市民生活課分は以上でございます。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 
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 おはようございます。市民協働安全課の中根でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 引き続き、14ページをお願いいたします。 

 中川委員のほうから、当課のコミュニティビジネス創造塾と商工課の女性起業家育成支

援事業との比較、違い、このような点について資料請求をいただきましたのでご説明申し

上げます。 

 資料でございますが、まず、１としまして起業支援関係事業でございますが、当課で実

施しておりますコミュニティビジネス創造塾と商工課で実施しております女性起業家育成

支援事業につきまして、それぞれの事業概要及び実施内容について記載しております。 

 私どもで実施しましたコミュニティビジネス創造塾についてですが、当課の事業は、市

民協働による地域社会づくりを担う人材の発掘、育成を目的といたしまして、ビジネスの

手法で地域課題の解決に取り組もうとされる方を対象とした講座を実施いたしました。 

 具体の実施内容につきましては、平成28年度にコミュニティビジネスに係る先進事例の

紹介を軸としたキックオフ講演会及び運営上の悩みや課題について相談できる座談会を開

催したことから、これを受けまして、平成29年度はより実践的にコミュニティビジネスの

立ち上げに際して必要となる知識やノウハウを学ぶための連続講座を開催いたしました。

全４回の講座の中で地域課題の把握、可視化、事業概略の構想とマーケティング、組織づ

くり、実行体制の構築といった項目につきまして講座を実施しております。 

 （２）の商工課が実施しております女性起業家育成支援事業についてですが、事業の概

要としましては、市内で活躍する新たな地域経済の担い手を創出し、もって地域の活性化

につなげるということを目的として起業を志す女性を支援する講座を実施したというとこ

ろで聞いております。 

 具体の実施内容につきましては、企業に係る入り口の支援に当たる育成支援講座と、起

業した後に直面する課題の解決を目的としたジャンプアップ講座の２種類の講座で構成を

されております。育成支援事業につきましては、起業に関心のある女性及び具体的に起業

を目指している女性を対象として、起業に係る基礎知識及び応用知識の習得から事業計画

の作成までを学ぶ講座と位置づけられ、中小企業診断士による講座を中心とした全８回の

講座が実施されております。ジャンプアップ講座につきましては、既に基礎知識を習得し

起業を目指している女性及び創業後５年以内の女性を対象として、直面する課題解決を目

的としたより実践的なノウハウを学ぶ講座と位置づけられ、税理士、弁護士、中小企業診
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断士等の専門家による全８回の講座が実施されておると聞いております。 

 続きまして、２の私どもの事業と商工課事業との比較というところでございますが、記

載のとおり、商工課の事業につきましては、女性起業家に対しビジネスのノウハウを学ぶ

機会を提供することで安定した収入の確保など女性起業家の経済的自立の実現を目指し、

それにより地域経済の活性化につなげることを目的としております。一方で、当課が実施

しております事業につきましては、地域課題の解決に向けた継続的な事業展開のためにビ

ジネスの手法を学ぶこととしており、主に市民協働による地域社会づくりを担う人材の発

掘、育成につなげることを目的としております。 

 最後に、３としまして、課題及び今後の方針でございますが、まず一つには、起業を志

す市民の視点に立ち、商工課と当課が実施するそれぞれの講座の目的を明確にし、どの講

座が自分の希望に合っているかが市民に判断できるよう、わかりやすい広報について工夫

する必要があると感じております。二つ目としましては、当課の事業においては他都市で

の成功事例の紹介等コミュニティビジネスの可能性について周知啓発を図り、コミュニテ

ィビジネスに取り組もうとする方の掘り起こしに努め、市内で地域課題の解決につながる

多くの起業が実現すべく取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 15ページにつきましては、参考としまして他市におけるコミュニティビジネスの成功事

例を記載したものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 説明はお聞き及びのとおりでございます。 

 では、ただいまよりは市民文化部中、市民生活課、文化振興課、市民協働安全課所管部

分についての審査を行いますので、追加資料の部分からまずは質問を集めたいと思います。 

 もう一点つけ加えます。多文化共生については、初め協議会を設けるのかこの決算の中

で学びを深めるのかというところ、私も思案していたところなんですが、決算の中でも十

分に学びを深められると考えましたので、特出しして協議会で扱うということはいたしま

せんので、多文化共生についての質疑も熱くこちらのほうでしていただければというふう

に思います。 

 ございませんか。 
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○ 中川雅晶委員 

 コミュニティビジネス創造塾について、資料ありがとうございました。 

 ここで言われているのはよくわかりますし、商工課の女性起業家育成支援事業というの

は、あくまでもビジネスということで、こちらは四日市市市民協働促進条例を根本にして

コミュニティビジネスというところの創造塾ということでありますけど、目的というか若

干その形態が違うというのはよく理解するんですが、ただ、コミュニティビジネスも、利

益を出さないにしてもやっぱり事業の継続性のためにはマネジメントというところで手法

を学んでいかなきゃいけないというところで、こうやって持たれていると思うんですけど、

これ、わざわざ別々に看板が違うんですけど、分ける必要があるのかどうなのか、分けた

ほうがより効率的なのか、いやいや、もう同じような形でコミュニティビジネスもビジネ

スもそれは参加する側が目的が違うというところになれば、ほぼ同じような形で手法とか

という部分は、事業計画だったりとか、実際にやっていかなきゃいけないものはかなり同

じようなものになってくるので、その辺、統合しながらやっていくというのも一つの選択

肢かなという部分で少しお尋ねをしたんですけど、その辺はどうですか。やっぱりこれは

別々に、全然目的が違うのでこうやったほうがより効果的で効率的やという何かがあれば

教えていただきたいんですが。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 中根でございます。 

 今回資料請求いただく中で、改めて検討というか調査させていただく中で、私の実感と

しましては、目的は違うものの、ある意味スタートのところはよく似たというところもあ

りますので、一度関係課と調整してよりよい方法について検討していきたいと、このよう

に思っておるところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 私もそういう検討をして、関係の部局と商工農水部と、一度ちょっと協議をいただくと

いうことをぜひお願いしたいなというふうに思いますので、とどめておきます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にご質疑ございますか。 
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○ 豊田政典委員 

 冒頭の追加資料、決算概要についてという資料を各課でまとめていただきましてありが

とうございます。 

 いろんな分野にもちろんわたる内容なので、小出しに質問しますので、ほかの方も関連

というか、かかわる質問があると思いますから。 

 まず、市民生活課のところを見せていただきました。平成29年度の取り組み方針という

ことで書いてもらったのは、地域コミュニティを維持、向上させていくということなんで

すが、すごく抽象的な表現でよくわからなくて、成果として地域コミュニティの維持、拡

充を進めることができた。これ、意味が全くわからないので、補足で説明いただけますか、

まず。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 補足の説明を。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長の服部でございます。 

 住民主体の地域づくりを進めるということで、地域コミュニティというのは地域団体と

いうことを想定しておることでございますが、自治会を初めとして、地区社会福祉協議会、

その他最近ではまちづくり協議会といったような組織化等によりまして地域活動を活性化

させるということを目標においておりまして、それについて一定の成果があったものとい

うふうに判断しておるということでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ということは、どういうことなんかな。今まではどうであって、一定の成果でどうなっ

たというのを、もう一回言葉を変えて説明してください。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長の服部でございます。 

 住民組織の組織化による、組織づくりと人づくりを進めることができまして、住民主体
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の事業が活発に行われるようになったということでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 そうすると、平成28年度までは住民組織ができていなくて、活発ではなかったというこ

と。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長の服部でございます。 

 度合いが高まった、平成28年度までもできていなかったということではございませんが、

平成29年度においては、さらに進めることができたという判断でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 よくわかりませんが、言葉から入っていくと自主的な活動によって地域コミュニティを

維持発展させていく、それはそれでいいんですけど、一つ大きな核として地区市民センタ

ーが24地区にある、プラスアルファでこの市民生活課が地域社会づくりにかかわっている

んですけど、自主的な地域コミュニティをつくってくださいというのを、よりそれが発展

していくようにという、このことについては別に市役所がやる、主役じゃないですよね、

住民がやるべきことなんですけど、今の市役所の市民生活課のかかわりというのが、自治

会や地域の組織団体についてはあくまでも自主団体なので、一定以上の口出しができない

ということで、手前でとまっているところがあったり、一方でもっと、例えば地区市民セ

ンターの館長権限予算とか、それから地域マネージャーの活動とか行政側の仕事というの

もあるじゃないですか。そこがバランスというか、難しいんでしょうけど、何をどうして

いきたいのかという方向性が私は見えていないのかなというところがあるんですよ。 

 これまで過去10年ぐらいを振り返ってみても、地域社会づくりについてのバイブルのよ

うな何とかプランというのがあったり、それがいつのまにか誰も語らなくなったり、それ

から今もいるんですか、地域コーディネーターというんですか、１人か２人置いていまし

たよね、今もいるんですかね。その方の存在感も私には全く見えない。自主的、自主的と

いったら勝手にやってくれというのは、勝手にというのは言葉は悪いですけど、住民みず

からやっていくのはいいですよね。それに行政がどうかかわっていくかというところがう

まく機能していないように思うんですよ。 
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 例えば、手がかりとして４ページの一番上にあるようにまちづくり協議会等の組織化、

ここを少し内容を推測してみると、よく言われている川島地区のまちづくり、まちの組織

の再編であるとか、これは一つのモデルとして紹介されているとかいうのがあるじゃない

ですか。だから、自主的、自主性が高まったというのがいいのか、平成29年度の総括とし

て、いやいや、そうじゃなくてまだまだ組織化がこうこうこうだから川島地区は、例えば

川島地区モデルというのはこういうところがいいからこうなってほしいという行政からの

働きかけが課題なのか、よくわからない、聞いていて。その辺うまく説明できませんかね。

成果、課題、これからの方向性みたいなもの。 

 

○ 山下市民文化部長 

 この地域の問題については、特に地区市民センター構想、昭和53年度につくったときに

その当時に窓口主任というのと地域社会づくりの担当主任という主任をおいて、そのどち

らかというと地域振興と社会教育関係、地区市民センターに与える窓口業務、地域振興業

務、社会教育業務、この中の振興業務と窓口業務というのは地域社会担当の職員がその地

域と一緒になってやっていて、どちらかというと主任のほうが一生懸命地域を引っ張って

やっていったという経過があって、それではということで団体事務局という概念をつくっ

て、地域の団体のことについて、例えば通帳とか、そういったものを過去にはその地域社

会づくりの担当職員がいろんな団体の通帳を持っていろんな采配をしておったというよう

なところもあったので、それを団体事務局のほうに移して団体事務局で、例えば連合自治

会にしても地区社協にしてもいろんな団体の通帳なんかの管理はそこの団体事務局でやっ

て自主的にやっていってくださいねということに変えたのが数年前に変えてきたと。 

 その中で、地域社会づくり担当の職員については引き揚げて、そのかわりに団体事務局

の事務局員、それと地域マネージャー、要するにこの方たちの制度を入れて、どちらかと

いうと地域のほうで自主的にやっていってもらおうという形をとってきております。 

 その中で、あわせて事業補助金、総合事業費補助金と今言っていますが、それについて

も今までは、例えば商工課、健康づくり課とかいろんな縦割りの補助金を地域に投げてい

たものを地域社会づくり推進委員会というのをつくってもらって、そこへ補助金を受けて

もらうというような形になっておりますが、ただ、24地区いろんな形があって、特に連合

自治会というは基本的には一つあるということで、ちゃんとそれは組織化され、ただ地区

社協というところがあったり、あと、まちづくり協議会があったりとか、その辺の地域で
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の連合自治会、まちづくり協議会、地区社協、その辺のつながりというのはその地区によ

って結構流れがあって、一律にこことこことこういうふうにしてということがなかなかで

きない地域もあって、それの中で今進めているというのは、連合自治会を中心とした地域

のまちづくり協議会というような、いろんな団体がそこに入って、ＮＰＯも入って、地域

でのいろんな取り組みについて意見交換を交わすというような方向に持っていきたいとい

うのが今の流れでございます。 

 そういうことで、総合事業費というのを上げてきておるわけでございますが、ただ一つ、

その総合事業費をやるときに、どうも運動会は運動会、文化祭は文化祭、ずっと膠着化、

一緒の事業が毎年繰り返されてきて新たな事業というのがなかなか入ってこなかったとい

うこともございまして、議会のほうでもいろんなご意見をいただいて、館長権限予算とい

うものをつくって、館長のほうが地域課題にするのに何か起爆的なものをつくって、それ

が地域に、地域として継続的にできないかというようなことで館長権限予算でいろんな政

策をやってきた部分というものございます。そういった流れで来ております。今後、その

館長権限予算についても、これでもう５年かな、４年たっていますので５年目ですね、こ

としの執行を入れて５年たっていますので、その辺の検証も次の総合計画までにはして、

今後総合事業費と館長権限の予算のあり方ということについても整理をしていきたいとい

うことで、今、本当に地域については過渡期に入っているというのが１点と、地域の中で

もなり手といいますか、各団体とか役員、自治会も含め、なり手の問題とこの辺の問題に

ついてどう取り組んでいくのかというのも一つの課題になっているということで――豊田

委員の答えになっているかどうなのかわかりませんが――今そういった大きな流れの中で

進めてきているという状況で、今後は先ほど申し上げましたように、連合自治会を中心と

したまちづくり協議会的な地域全体の団体とかそういったものが連携できるような会議体

というのが必要になってくるのかなというふうに今は考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 今、説明してもらった地域主任の時代から事務作業を地域総合補助金にかえて自分たち

でやってくれと、それから各種補助金もまとめた、そこまではもう随分前の話じゃないで

すか。それで、今、問うているのは長い歴史の中のところじゃなくて、ここ５年ぐらいの

中でも課題も見えているわけですよ、今部長が言われるようにね。だけれど、地区市民セ
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ンター中心にやっていること、地区市民センターは中心じゃないな、市民生活課がやって

いるのはどかんと補助金を出して、地区市民センター運営をしている、簡単に言えばそれ

しか見えてこない。そこにさらに行政の金も使っているんだから地域社会コミュニティの

あり方について、こうあってほしいとかこうあるべきだということがあるのであれば、何

らかの方向性を示して具体的な働きかけをしなきゃいけないと思うし、最後に言われた自

治会を初めとした団体役員のなり手不足という課題が共通テーマとしてあるのであれば、

それにやっぱり地域住民とともに取り組んでいくというのがやるべきことだというのは随

分前から言われているのに、随分前といってもそんな長くないですけど、そこの取り組み

が全く見えないもんで同じことを毎年やっているだけ。地域社会づくり総合事業費補助金

については、この議会でもここ何年か言われてますよね、固定化しているとか、ふさわし

いのだろうかとかね。 

 だから、何も変わっていないなというのが僕の平成29年度の感想というか、市民生活課

の活動についてね。何も変わりませんでしたというならそうやって言ってもらえばいいし、

いやいや、こういう成果があったんだというのがもっと具体的に総括してほしかったし、

そこはここ何年か同じ話をしていると思うんです、産業生活常任委員会でもね。似たよう

なこと、一般質問で出たりとか。だから、ぜひ山下部長に期待していますから、今まで解

決できなかった、蓄積された課題というのが見えているわけです、上手に言ってもらった。

そこを今後は平成30年度から具体的に取り組んでいってもらわないと、このままだと流れ

ていくだけですよ。自治会には声を出せないし、議会はうるさいし、どうしようかな、館

長権限予算もいろいろ言われるし、地域マネージャーについてもいろんな意見がある。何

か同じことをずっと続けているような気がしてならない、何も変わっていないなと思うん

です。ここを打破していただく必要があるのかなと僕は思って、総括、概要を読ませても

らいました。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 今の点について、課題の整理は、一定山下部長のほうからも言っていただいていて、そ

こについてさらに豊田委員からコメントが重ねられたというところで、特段意見は、コメ

ントを求めますか。 

 

○ 豊田政典委員 
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 別に。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 別にということですので、他の質問を受け付けたいと思います。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 求めますか。じゃ、求めましょう。 

 

○ 山下市民文化部長 

 ご指摘の、確かに市全体で各地区のバランスというかいろんな温度差があって、各地区

によってはすごく進んでいて、今回の館長権限予算それを地域社会づくり総合事業費補助

金にことし議会で30万円、予算を認めていただいて、総合事業費のほうに振り分けました

が、その事業が事業化していくという地域もございますし、まだまだそのまま館長権限予

算のままというのもございますし、この辺については、もう一年、少し見て、地区回りを

しても結構その方向で走られているところもありますし、特に総合事業費補助金の使い方

が使いにくいという部分なんかも割かし言われるところもございますので、その辺の制度

的なことについては私どもでいろいろ検討させていただきたいなと、それで使いやすい補

助金にしていきたい。 

 それで、人材育成費については、マイスター養成講座とかそういった人材養成講座をや

っておりますし、各地域でやっぱりどうやって若手の人らとか、そのＰＴＡとかそういっ

た若い人らがずっと上がっていくような、やっていってもらえるような、かかわるような

方式というのはなかなかできないのかなというのも、今後模索をしていきたいなというふ

うに思いまして、いずれにせよ地域のそういった各組織が弱体、特に自治会については弱

体化してそういうのが減っていくということのないように、助け合いをしていくことが一

番大事と思っていますので、そういったような方向の施策を進めていきたいというふうに

思っています。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 豊田委員、よろしいですか。 

 

○ 小林博次委員 

 館長権限予算について関連。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 どうぞ関連してください。 

 

○ 小林博次委員 

 今、地域で、例えばあるところへ行ったら山の上なんやけど、集落が。ちょっと雨が降

っても水が入る家が何軒もあるわけね、あるんやわ、あるの。地域の人にしてみれば関心

事というのは何とかならんのということが一つ出てくる。二つ目には、少子化で地域社会

がこのままいくとバスもなければ、これは滅びるしかないやないのというような、そんな

意識があるわけね。そういうところがその地区市民センターの何分の１か、数分の１ぐら

い、１割かそのウエートを占めておる地域なんやけど、その辺の住民と自治会の人は何や

と、困っておるところには全く手が差し伸べられていないやないかと、館長権限予算って

何なんやろうと。俺らが税金を一生懸命納めて何とかしてもらおうと思っているのに神経

逆なでするのかというのがあるわけやね。 

 だから、使い方というのはやっぱり予算で、ほかの予算、例えば道路の支部予算をなん

か見ても全地区回っていくと全然当たらへんわけや、さっき言った雨水の問題も側溝をつ

けりゃ直るのに直せんわけやわな。そんな中で自治会も何もやってくれんのやったら抜け

ようかというのが、今もう問題提起として上がってきているので。だから、神経逆なです

る効果は確かに認めたけど、何をやっていくのかということについては見えやん。だから、

使う金が丼勘定というのは、果たして正しいのかと、こういうことを思うわけね、そんな

話を聞くと。 

 だから、そのあたりをやっぱりもっと地域的に議論したほうがええのじゃないか。館長

がというけど、困っておるところはあるいはそこでもうちょっと文化的な何かをやって地

域をまとめていくだとか、何か方向がないとまずいんかなというふうに思っているんやけ

ど、そのあたり、そんな声は聞いていないか。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 これは部長じゃないですね、多分。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長、服部でございます。 

 館長権限予算を行う事業の実施内容の決定に当たりましては、館長みずから発案をして、

地域の同意を得るものと、それから、地域のほうから提案をいただいて館長とともに企画

立案をしていくものというような形で、二つの分類に今、状況としてはあると思っており

ます。いずれにしても地域の方の意見を聞いて進めていくということで、地域の合意を得

た事業について取り組んでいくわけですけども、委員おっしゃられたように、地区の一部

の課題である場合であっても地区全体の合意を得られれば取り組める事業であるというふ

うには考えておるところでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ４年目を迎えて来年に向けて総括をしていくという発言が部長からありまして、今、課

長のほうから小林委員の意見に対応するコメントが出ました。今からもう一件、意見を言

っていただいてと思うんですけども、委員間討議の内容として集約をかけて、どのように

総括をしていくべきかというまとめ方もあるのかなというふうに思っておりますので、発

言を。まず、小林委員、どうぞ。 

 

○ 小林博次委員 

 だから、声が届かんわけやな。届けばここでこんな話にはならんわけやで、たとえ１ミ

リでも入ればな。これが地域の人の声やろうなと思うんやわな。そうすると、次の一手何

があるのというのが総括した後の次の施策に出てくるわけやけど、実態は何十分の１か、

何百分の１かの問題が反映できるとは限りにくいんで、幾ら総括しても。だから、その辺、

今ちょっと聞いてもらった、そんなことなんやけど、ほかの予算がふえれば事足りるわけ

やね、これがほかの予算も少ないわけや。ニンジンがぶら下がっておるやつをそれを食え

やんのかと言ったって、届かんわけや。というところが苦悩なんやわね。 

 これはもう意見にしておきます。終わり。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 今のお話で、総括していただく、４年目を迎えているからという話があって、平成30年

度も実施をしています。平成31年度予算計上してくるときに、平成30年度決算で総括した

のではちょっと遅いのかなという気がしますんで、この委員会で２月に当初予算上げてく

るときには、今までの平成30年度も含めた成果についてまとめていただいた上で上程いた

だくと、私たち委員会のメンバーもわかりやすく審査に臨めると思いますので、小林委員、

そんな形でいかがでしょう。 

 

○ 小林博次委員 

 はい。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 可能でしょうか、市民生活課長。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長、服部でございます。 

 館長権限予算の検証につきましては、実は平成30年度当初予算の計上前に、平成29年度

中に検証を行いまして、その検証結果をもとに平成30年度当初予算を計上させていただい

ているところでございます。まず、平成29年度の検証に当たりましては、学識経験者等を

入れて検証を行ったわけでございますが、同様に同じような形で、意見を聞いた上で平成

31年度予算を計上させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 今回の検証については、大きな流れの中での検証、１年度、単年度部分ではなくて、ど

ういうふうに発展してきて、これからどういう発展が望めるのかなのか、望めないのかな

のか、そういうことを書いていただけると我々としても非常に審査しやすくなると思いま

すのでよろしくお願いをします。 

 では、他の部分。 

 小川委員、関連ですね、お願いします。 
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○ 小川政人委員 

 各地区市民センターで、どういう事業をしてきてどういうものをしたかというのも全部

表にして出してもらったほうがありがたいな。要望です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それは、次のまとめをしてくるときにということでよろしかったですか。 

 

○ 小川政人委員 

 そうです。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、そのように処理をしていただきたいと思います。 

 他にございますでしょうか。本件でも構いません。関連していない部分でも結構です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 関連しているというか、地域社会づくり総合事業費補助事業関係ですけど、各地区によ

ってばらつきもありますし、かなり同じような取り組みをされているとかというのもあり

ますし、さまざまだと思うんです。僕はこの地域社会づくり総合事業費補助事業というの

は大切な、いざ大規模災害になったとき、こういう事業をやっぱりやっているかやってい

ないかということが大きく差が出てくるという部分もあるので、こういう事業は本当に大

切だとは思うんですが、ただ逆に硬直化していたりとか、ただもうこなす事業になったり

とかという部分のマイナス部分もあるので、やっぱりここを行政として、本当に市民ニー

ズであったりとか住民ニーズに合致している取り組みなのかどうなのかとか、また、人材

がなかなかという部分であればそういう人材発掘であったりとか人材育成の場になってい

るかどうかとか、あとは、それぞれの取り組みを情報共有して、いい取り組みはいい取り

組みとしてほかの地域でも取り組みがどんどん推進されるとか、中によっては、例えば事

業も集約をしたりとかしていかなきゃいけないような時期に来ている地区もあるかもしれ

ないので、そういうところをどう行政としてマネジメントしていくかということがこれか

ら問われるのかなと思うんですが、その辺は、この事業に対して今後の取り組みというと
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ころではどうでしょうか。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長の服部でございます。 

 委員ご指摘のように、事業の硬直化という課題につきましては、地区のほうでも感じて

いただいておりまして、まちづくり協議会等の組織化に合わせて、地区内での事業の見直

し等に取り組んでいただいている地区もございます。そういった取り組みをほかの地区へ

も紹介をしながら市全体でそういうことが行われるように取り組んでいきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そういう情報共有であったりとか、そういうニーズであったりとか、そういうことが共

有されやすいような環境をつくっていかなきゃいけないと思うんですけど、それが例えば

市のホームページの中でそういうことが情報共有されたりとかということも必要かなと思

いますので、ちょっとこれから工夫しながらこの事業がよりいい方向にというかレベルア

ップしたりとかスキルアップしたりとかというようなところのどういうふうにすればいい

か、ただもう予算をばんと地区に振って、あとはお願いねというだけではもう済まない時

期に来ていると思いますので、ぜひその辺をしていただきたいなと思うんですが、あと、

１点、ちょっとこの中で気になったのが、ＰＴＡの事業というのもここにまじっていると

いうのは、これは別に問題ないんですかね。 

 

○ 服部市民文化部次長兼市民生活課長 

 市民生活課長、服部でございます。 

 ＰＴＡが主体となって取り組んでいただいている事業でございまして、ＰＴＡが実施主

体となって取り組んでいただいてはおりますが、地域全体の事業として取り組んでいただ

いているという内容でございます。ＰＴＡの会員だけの事業になっているわけではないと

いう理解でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 そういう位置づけということですね。わかりました。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 この件は後ほどまた委員間討議として扱わせていただきたいと思いますので、ほかに後

でご意見が出てきた方、おみえになったらその際にご発言いただいたらというふうに思い

ます。 

 他にございますでしょうか。 

 今ちょっと追加資料に絞ってやっていたんですが、なかなか追加資料だけで出にくいと

ころも出てきましたので、タブレットでいいますと、07決算常任委員会資料、13平成30年

度８月定例月議会部局別中の市民文化部の資料、１ページから――１ページというと目次

が入ってしまいますが――50ページまでが現在審査をしている決算の内容になりますので、

そこまで範囲を広げていきたいと思います。 

 また、主要施策実績報告書から引っ張っていただいても結構ですが、ページを探しやす

くするためにどの資料の何ページかということをお伝えいただいて発言をいただければと

いうふうに思います。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 追加資料の11ページの多文化共生のことでちょっと確認させていただきたいんですが、

11ページの一番下に課題を挙げていただいております。顔の見える関係を築くこと、また

対等な構成員として外国人の方に参画していただくことというふうに書いているんですが、

こういった課題を解決するために取り組んできたことをまず教えてください。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室の廣田でございます。 

 副委員長お尋ねの件でございますが、まず顔の見える関係づくりということで申します

と、例えばモデル地区におきましては定期的に書道教室というのをやってございまして、

こちらで日本人、外国人ともに書道を学び合ったり、また、昨年度は平成29年度は親子の

交流会ということで、日本語の絵本の読み聞かせといった事業を、これは笹川中央幼稚園、

場所をお借りしまして市の事業として実施をしております。また、全市的な事業といたし

ましては、四日市ドームで開催されております徹夜踊り、よんてつでございますが、こち

らのほうに昨年度はブラジル人学校のニッケン学園の生徒、また四日市大学のネパール人

の留学生グループの方にダンスを披露していただきまして、広く日本人、市民の方に文化
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の紹介をしていただくとともに、顔の見える関係づくりに取り組んだところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 そういうイベントに、やっぱりちょいちょい参加していただくと地域の人たちとの親し

みというのは確かに目に見えて深まっていくと思うので、これからも働きかけていただき

たいと思うんですが、結構長年そういう取り組みされてきて、この課題というのはだんだ

んええ方向に向かっていると思いますか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 なかなか単年度ごとに目覚ましい成果というのは難しい部分もございますが、年々定着

的に参加していただける外国人市民がふえてきておる状況でございます。今後の課題とい

たしましては、参加される方が大分固定化しているという部分が否定できないところがご

ざいますので、それ以外の方にも、例えばお友達、外国人同士の人脈といいますか、友達

を通じて参加を働きかけていただく等、新規の参加者の方をふやしていく方向でもってい

きたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 参加メンバーをいろいろ広げていくという点で、以前私が一般質問させていただいたと

きに、外国人のリーダー的存在の人を育成していくというようなことをちょっと提案させ

ていただいたと思うんですが、その点についてはいかがですか。所見というか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 なかなかこのリーダーの育成とまでは難しいところがございます。正直なところ申しま

して、なかなか皆さん仕事もございますのでリーダーの育成ということは困難なところが

あるんですが、現にリーダー的な存在である方、例えば四日市大学であれば留学生のリー

ダー的な存在の方、学生がいらっしゃったり、またフィリピン人の方でコミュニティ団体

の代表をやってみえる方がいらっしゃったりしますので、そういった方々には、例えば交
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流事業の参画等につきましてご相談をすると、関係性を維持しておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 わかりました。 

 あと、毎年、外国人集住都市会議に参加していると思うんですが、そちらに参加する意

義と成果というのを教えてください。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 集住都市会議の意義でございますが、これまでというか発足当初、平成３年度でしたか、

発足当初には同じような課題を持った市町が集まって、それぞれの取り組みを研究し合う

というようなことがメーンでございました。ただ昨今、大体どの市町も同じような取り組

み、大体取り組みがそろってきておる状況でございまして、この中で私どもが集住都市会

議の意義として考えておりますのは、やはり国であるとか経済界であるとか、そういった

ところに対する働きかけ、これのツールとして非常に有効であると考えてございます。例

えば先般、政府のほうで骨太の方針というのが発表されまして、外国人労働者の受け入れ

方針が示されたわけでございますが、これにつきまして集住都市会議のほうから、あくま

でも単なる労働力ではなく、生活者としての外国人市民の受け入れということで多文化共

生施策と連動した形で受け入れ施策を検討していただきたいといったような内容の意見書

を提出したりしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 ということは、その会議は要望するツールとして効果的だけど、参加都市、他都市と情

報交換して、例えば他都市の政策を何か参考にできるというような点は余り効果はないと

いうことですか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 効果がないと言いますと、ちょっと私も言い過ぎた部分がございまして、効果がないと
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いうことはございませんで、例えば外国人の子供たちの学習支援であるとかそういった部

分でお互いに参考になる部分はございますので、年２回程度、全体会を開催しておりまし

て、そこのところでお互い情報交換をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 最後に、この課題を解決していくに当たって、日本人の地域の人たちがしていくべき、

してもらいたい点というのはどういう点ですか、ありますか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 日本人、市民としてはやはり単なる労働者として外国人市民を見るのではなしに、同じ

四日市市の市民として地域づくりに携わっていただく仲間として外国人市民を捉えていた

だきたいと。この辺が、平たく言いますと、外国人市民に対する偏見をなくしていったり、

単なる自分とは関係のない人たちという意識ではなくて、同じ市民としてつき合っていく

意識を持っていただくと、こういったことが日本人市民に求められるといいますか、私ど

もがお願いしたいところでございます。そういった点につきまして、年１回多文化共生講

演会というのを再開もしてございますので、こういった取り組みを通じて啓発を進めてま

いりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 確かにそういった講演会も地道に続けていくことで広がっていくと思うんですが、やっ

ぱりそういう講演会って、もともとそういうのに関心がある人が主に来るものであって、

なかなか関心のない人は来ないかなと思うんですが、その点いかがですか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 これは副委員長ご指摘のとおりでございまして、私どもも課題として感じておるところ

でございます。いかに一般市民の方に関心を持っていただきやすい課題でそういった講演
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会を開くか、テーマ、講師等で今後工夫をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他に。 

 

○ 小川政人委員 

 書道教室とか言われていたやんか。結構外国人の人、みえるんですか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 書道教室でございますが、少々お待ちください。済みません。 

 現在、書道教室の登録者20名でございまして、そのうち、外国人市民の方が６名という

状況でございますので、若干ちょっと外国人市民の方が少ない状況でございますが、高齢

のブラジル人の方がいらっしゃいまして、この方も毎回楽しみに通っていただいたりして

いるということもございます。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 だから、書道と言われると日本の文化の押しつけみたいな感じにもなるかなと――日本

だけでもないけれども、中国人もあるんやろうと思うけど――それよりまだ絵画のほうが

ええのと違うの。もっと向こうの人も親しみやすいものとか、それからカラオケとかそう

いう向こうの歌もこっちの歌も聞かせるようなもうちょっと工夫したほうがいいのと違う

かなと思うんやけど。その辺は工夫はしたんか、過去にしたけどもだめやったのか、その

辺を教えてほしい。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 委員おっしゃるとおりでございまして、やはり外国人市民に関心を持っていただかない

と始まらないものですので、毎年、例えば平成29年度について申しますと、親子で参加で

きるような、長い風船を細工するバルーンアート講座というのを実施いたしました。これ
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は参加者24名ございまして、うち外国人市民が20名だったということでございます。また、

陶芸教室というのもやってございまして、これも根強い人気がございまして参加者13名、

うち外国人市民が５名ということでございますが、確かにおっしゃるとおり、絵画である

とか音楽、そういったことで、より外国人市民の方、関心があるテーマがございましたら

積極的に取り入れていきたいと存じます。 

 以上でございます。 

 

○ 小川政人委員 

 単発的なイベントも結構なんやけど、やっぱり根強くやっていけるもののほうがいい。

カラオケなんかでもそれで日本語が理解できるようになる可能性があるもんで、そういう

こともきちっとしながらぜひ多文化共生事業をやっていってほしいなと思います。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 委員おっしゃるとおり、カラオケで日本語を覚えたと言われる外国人市民の方、かなり

多うございます。ご意見承りまして今後実施できる事業につきましては実施してまいりた

いと存じます。 

 以上でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますでしょうか。多文化共生について他にございませんか。 

 今、笹川にちょっと偏ってきていますけど、全体の資料も出していただいておりますし、

ブラジル人だけじゃなくて韓国人も相当ふえてきているというような数も出ておりますが、

そういった点についても今すぐ出なければ一旦休憩をとらせていただきたいと思います。 

 では、休憩に入りまして、再開は11時10分とさせていただきたいと思います。 

 

                                １１：０１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１０再開  
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○ 樋口龍馬委員長 

 それでは、休憩前に引き続き会議を始めたいと思います。 

 まず、多文化共生についてご質問等ございます方、おみえになりますでしょうか。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 追加資料の12ページの下のところで、四日市の外国人の分布を出していただきましたが、

地区別の表を見ると共同地区も8.2％と結構高いんですが、こちらは主に何人の方で、こ

こではそういった集住の課題なんかはあるんでしょうか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 中部地区市民センター管内でございますが、一番多い外国人市民が中国、以下、ネパー

ル、韓国、フィリピンと続いてございます。 

 こちらの課題といたしましては、笹川のように集中して住んでいらっしゃるわけではご

ざいませんので、市としての働きかけをするチャンネルがなかなか難しいということがご

ざいます。そのこともございまして、やはりフィリピン人コミュニティであるとか留学生

であるとか、そういったところを介して何らかのさまざまな事業に参画していただくよう

にといった働きかけをしておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 国籍もいろんな方がいるということで、どちらかというと、集住というよりは日本の地

域に溶け込んでいるという理解でよろしいですか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化、廣田でございます。 

 おっしゃるとおりでございまして、例えばフィリピンの方なんかですと――中国の方も

そうなんですが――配偶者の方が日本人であったりそういった方もいらっしゃいますので、

比較的周りの日本社会には大きな問題なく溶け込んでいらっしゃる方が多いように私は捉

えてございます。 
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○ 平野貴之副委員長 

 わかりました。 

 次のページへ行って、次は、13ページの下の円グラフで、いつまで日本にいたいのか、

いつ帰国したいのかというような、そういう意識調査があるアンケートがあると思います。

それで、大半の方はいずれかは帰国したいというデータで、あと20％ぐらいの人は日本に

ずっといたいというような回答やと思うんですが、こういうデータはすごく貴重で、意識

別にアプローチの仕方も変えていくのが効果的だと思うんですが、そういった取り組みは

なされていますか。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 これは三重大学の社会実験に関することだったと思いますので、そのときの経緯と現状

についてということで、廣田室長、お願いします。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化、廣田でございます。 

 私はこの時点ではいなかったんですが、三重大学が外国人集住地区である笹川地区でブ

ラジル人の実態調査をしたということで聞いてございまして、その調査に多文化共生推進

室が協力をしたということでございます。 

 ほとんどの方が、多くの方がいずれは帰国したいということでお答えいただいているん

ですが、実際問題、今私どもの考え方といたしましては、子供が日本で生まれて育ってい

ると、例えば日本で生まれて、もう中学生になっているというようなご家庭もございます。

こういった中で、親が高齢化して親だけ例えば帰ると。帰るにしてもブラジルではもう友

人とか親戚づき合いもほとんどなくなっておる状況でございますので、果たして意識調査

としては帰りたいという方が多うございますが、実際に帰ることが容易ではないというこ

とを私どもも考えてございまして、ほとんどの方が今後日本に定住されるであろうという

前提で、地域づくりに積極的に参画していっていただくように働きかけをしておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 平野貴之副委員長 
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 状況はわかりました。 

 ただ、やっぱりアンケートでこういうふうに、ずっと日本に住みたいと答えてくれる人

はほかの人たちよりも、先ほどおっしゃっていた地域の活動への参加とかそういった意欲

も高いと思いますので、せっかくこういうアンケートをしたんでしたら、やりっ放しじゃ

なくて、これを生かして、そういう人たちにもアプローチしていくのが効果的じゃないか

なと思いますので、また今後そういったことをお願いしたいと思います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ちょっと関連して、私も地区でずっと子供の関係とかやるんですけど、集住していない

がために、大体入り口がＰＴＡか民生委員になっていて、例えばフィリピン人系の方が生

活保護を受給したいんだけれども手続の仕方がわからないとかというのが民生委員に行っ

て、民生委員もわけがわからないもんで、ちょっとあんた、頼むわと私のところに話が来

たりするとか、地区委員といってＰＴＡとちょっと違うんだけど、育成会の下部組織で各

町に割り当てているところの役にくじ引きで当たってしまって、１回も会議に出てこなか

ったために、その地区の子供に案内が全くされないまま１年が過ぎてしまったとか、結構

問題はないわけではないんですよ、ただ顕在化しにくいというところがあるもんで、学校

と連携していくということが必要なのかなと感じます。 

 中央小学校でも同じようなことが起きているという話は入ってきていますので、特に中

央小学校、今中国の子供が多いですね。浜田の子というのはどっちかというとフィリピン

とかインド系の方なんかが多くてというようなイメージを私は持っていますので、対象の

児童が入ってきたことは学校はもちろん承知しているわけで、中部地区市民センター管区

の５連合以外のところでもあると思いますので、学校から情報が上がってきたら生活面で

不足がないか等については、情報をつかまえる必要があるのではないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 おっしゃるとおりかと存じます。今後、学校とも連携をさらに強化してまいりたいと思

います。 

 現状としては、外国人児童生徒教育検討会議というのが年２回ございまして、外国人児
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童生徒が多い中学校、小学校、幼稚園の校園長が課題について話し合う会議でございます

が、そちらに私も参加いたしまして、情報の共有をしておるところでございます。今後と

も強化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 教育委員会が悪いと言いたいわけじゃないんですけれども、どうしても学習のおくれと

かが出てこないと学校の先生たちって上げてききらんところがあるもんで、意外と身近な

問題というのは社協組織であったりのところに上がってきているということはあるんだと

いうのは理解しておいていただければなと。これは意見にとどめておきます。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 小林博次委員 

 関連させてもらいます。 

 グラフを見せていただいて、ブラジル人については２割ぐらいが日本に永住したいと、

こういうことなんやわね。帰られる方については、そんなに正確に日本語が理解できなく

ても対応できるのかな。ただ、子供たちは恐らくなじんだ日本に住みたいというのがかな

りあるやろうなというふうに推測するわけやけど、このアンケートじゃ、ちょっと粗過ぎ

てその辺までが読めない。だから、もう少しきめの細かいデータが欲しいということと、

三重大学に協力するのはいいけど、あんたのところとして施策を打つのに、知っておく必

要があるのと違うかなというふうに思っているわけ。だから、人に任さんと、自分でやっ

ぱり調べたらどうなんやと、こういうことなんやけど、その辺、どうやろう。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 廣田でございます。 

 委員おっしゃるとおりでございます。三重大学の調査もかなり古くなってきてございま

すので、来年度あたりアンケート調査を実施できればということで予算化を検討したいと

考えておるところでございます。 

 あと、三重大学の詳細なデータなんですが、資料として提供させていただく形でござい

ましょうか。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 それは、この決算の審査にかかわらない形で、10月10日に四郷地区市民センターのほう

で多文化共生についてをシティ・ミーティングのテーマとして取り扱いを考えております

ので提供はいただきたいんですが、小林委員が急ぐということでなければ認定が終わった

後でもいいのかなと思うんですけど、小林委員、いかがですか。 

 

○ 小林博次委員 

 決算の認定とは関係ないけど、できれは四日市全域の外国人の実態、どんなことになっ

てんのかというのは、よくわからんところがあるので知りたいなと。特にブラジル人と、

例えば中国人やと、中国人の場合、日本語がしゃべれるのが入っている、大勢が。韓国人

の場合やと、日本語を知らんのも随分入っている。だから、国によって、人たちによって

違うと思うんで、そうするとその人たちがずっと日本におるのか帰っていくのか、あるい

は子供がおるのかおらんのか、それによっても全然答えが変わる。だから、実態がもうち

ょっと、何か係数をつくり出して実態を調査していただくようなことが大事なのと違うか

なと。まず実態を知って、それから、個々にどう対応したらええのかというのが出てくる

ので、そんなことをお願いしておきます。 

 

○ 豊田政典委員 

 ７年前の産業生活常任委員会で、ここにいるメンバーでは委員長を初め日置委員とか一

緒に、多文化共生について三重大学の先生のアンケート調査を、これより前のバージョン

のやつですけれども、初めてもらって深堀りしたことがあるんですけど、そのときにも、

今小林委員が言われるように、大学の意識調査ではなくて、四日市市が本気で多文化共生

に取り組もうとするのであれば、みずからこういった調査も必要だけど、意識調査、外国

人がどういうことを感じてどういうことに困っているのか困っていないのか、日本人住民

がどういう意識を持っているのか、それを把握して取り組まないと何にも絵に描いた餅に

なるよという指摘をしたと思うんですけど、それ以来全く進んでいないというのが感想で、

先ほどもあったように平野副委員長とやりとりがあって、いろいろな講座とかイベントと

かをやって外国人の参加者が以前に比べればふえてきましたけど、まだまだごく一部です

よ。日本人にしても各種団体の役員ばかり。そういうことではなくて、本気度が全く感じ
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られないんですけど、本気で取り組もうと思ったらまずは意識調査をし、全住民を巻き込

むような仕掛けをする必要がある。 

 ただ、先ほどの市民生活課の話じゃないですけど、地域コミュニティの次にどこまで手

出しというのは変ですけど、かかわれるかという難しい問題もあるので、内部の問題もあ

りますけれども、そこに多文化共生推進室は余りにも腰が引けているなというのが私の今

までの見方なんです。 

 だから、僕自身も笹川住民ですけど、ふだん外国人と触れ合う機会というのは数えるほ

どしかない。だから彼らが何に困っているか、一般の、よくわからない。恐らく職員の皆

さんも知らないと思います、本当のことは。一部の声しか、多文化共生サロンに来た悩み

とか、特定の住民の特定の分野の考え方とかね。そうじゃなければ、より戦略的に踏み込

んだ取り組みが再スタートしなければ何も変わらないのかなという思いですが、いかがで

しょうか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 委員ご指摘のとおり、私どもも、笹川地区にございます多文化共生サロンに２名の共生

コーディネーターがございます。この者たちが戸別訪問等の際に悩み事等は聞いておるわ

けでございますが、確かにおっしゃるとおり、ごく一部という面もございます。どうして

も在宅率が低かったり、仕事の関係でおうちにみえなかったりするということもございま

すので、幅広く外国人市民と、あと当然日本人市民の意見も広くアンケート調査が必要と

いうご指摘でございましたので、ぜひ取り組んでまいりたいと考えます。 

 課題といたしましては、例えば笹川地区のブラジルの方と、中部地区市民センター内の

中国人の方、単なる数字として一緒に集計してしまうと逆に課題がとりづらくなるのでは

ないかというところもございます。この辺につきまして、やはり専門家等の意見も入れま

して、本格的な調査が実施できればと考えます。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 それと、三重県との関係ですね。三重県が何年前かな、四郷地区市民センターにしばら

く常駐というか、スペースをとって、ずっと多文化共生の調査か何かをやっていたときが

あったんですよ。今はもうやってはるのかどうか知りませんが、三重県内にも伊賀市とか
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鈴鹿市とか比較的集住しているところがある、状況は違うにしても。三重県がやるべきこ

ともあると思うんで、三重県との連携が、今まで形だけはやっていたけど、向こうは何も

しませんから結局。うまく利用してうまく連携してやるべきだと思うんですけど、現状と

かどうなっているんですかね。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化の廣田でございます。 

 月１回、それこそ三重県内の外国人が多い市、伊勢市とか松阪市、桑名市など、集住都

市会議非加盟都市も入っておるわけなんですが、月１回三重県のほうでワーキングという

のを開催してございまして、そこで情報交換、共有を図っておりますのと、あと、笹川地

区で開催しております多文化共生推進会議というのがございます。そちらに三重県の職員、

ダイバーシティ社会推進課の班長が来て参加しております。 

 あと、私ども企業訪問ということを、外国人市民を雇っておる企業を訪問いたしまして、

状況の聞き取りであるとか日本語教育の促進のお願い、これは市内でやっておる日本語教

室の一覧表を渡しまして、興味がある従業員の方、ぜひ参加してもらうように働きかけて

くださいというお願いをしておるんですが、これに、特に市外の企業につきまして三重県

職員も同行をしていただいてございます。平成28年度から三重県職員も同行してもらって

おる状況でございますが、今後、特に市外企業への働きかけにつきまして、これまでもず

っと三重県への働きかけをやってございますが、引き続きまして、連携を強化するように

働きかけてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 三重県に対しては、今思い出しましたが、たしかタブレットに配信された、市から北勢

選出の県議への要望事項に当時ありましたよね、企業への働きかけをもっと援助してほし

いと。だから国の方針というのも話が出た、それで三重県がやるべきところとか三重県が

予算をつけるべきところもあるので、形だけやっていても仕方ないので、今までみたいに。

そういうのはやめて、きちんと具体的な、金をくれ、それから、市は具体的に動くという

ことをやらないと、今までみたいに形だけやっていても何にも変わりませんと僕は思いま

す。 
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 あと、住んでいる私でさえなかなか交流の機会がない、恐らく四郷地区以外の方、南米

系の外国人市民と触れ合う機会はほとんどないと思うので、30日にそうめんサッカーまつ

りにまた来て一緒に交流いたしましょうということで終わります。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 小川政人委員 

 僕は飲み屋に行くときに、ジャスコのイオンの北店をずっと通って飲み屋へ行って、飲

みに行って、また、買い物はしておらへんのやけど、通って帰ってくるんやけど、ここ１

年ぐらいは本当に外国人の人がふえているんやわな。そうすると、やっぱりそういうとこ

ろは生活の必需品を売っているもので、多分外国人の人は個人の店に行くより、そういう

ショッピングセンターのほうが入りやすいし買いやすいと思うと、そういうところと連携

して何か事業をやっていくとかそういうことを考えていかんと、ショッピングセンター側

にもメリットはあると思うもんで、そういうのをうまく利用して、そうすると僕らの近く

には住んでいなくても、住んでいない人と触れ合う機会は、買い物するときでも、どうや

って食べるのとか聞いたりするで、こんな食べ方を知っておるのかなとか思うものも買っ

ていかれるもんで、食べれるのとか聞いたりするときがあるもんで、そういうところ、や

っぱり一番寄ってきやすいところ、住んでいる居住地以外で外国人の人が寄ってきやすい

ところをうまく利用して、いろんなことをやっていってもらったら一つのツールになるの

かな、一つの方策としていいのかなと思うので、またそんなことも考えてほしいなと思い

ます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 コメントを求めますか。意見ということで。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 豊田祥司委員 

 12ページの四日市の外国人の推移が、今ちょっとずつ右肩上がりになっていますけれど

も、四日市市として積極的に外国人を入れて働いてもらおうとか、そういう動きがあるの
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か、それとも受けだけで、入ってきた人たちだけで後手に回っているのかとか、あとは介

護とか福祉とかそういうところに外国人労働者をという話も全国的には出てきているとは

思うんですけれども、積極的にそういうところに働きかけたり手助けしたりとかそういう

動きが、今後していくつもりも含めてちょっと聞きたいなとは思うんですけど。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 外国人市民の雇用といいますか受け入れでございますが、私ども企業訪問の中でお話を

聞きますに、非常に人手不足感が強いということがございます。特に先ほど委員おっしゃ

いました介護等の人材でございますが、私ども２カ所ほど介護の事業所も行かせていただ

きましたが、とにかく人が欲しい、外国人の雇用を積極的に進めたいということがござい

ます。 

 ただ、ちょっと細かい話になるんですが、なかなか工場での派遣労働のほうが時給が高

いということがございまして、そういう介護職場に希望される外国人の人が少ないという

ようなこともございまして、意外に外国人を雇用したいという企業は多いという印象でご

ざいます。特に、技能実習生を受け入れておる会社等も多うございます。これにつきまし

て情報収集といいますか、例えばこちらのほうで就労に困っておるというような外国人か

らの相談がもしありましたら、こういう介護関係の職場、これは正職員として雇ってもら

って保険もありますよと、福利厚生もちゃんとしていますよというようなことを紹介させ

ていただくと。例えば、そういった対応もあるのかなと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 豊田祥司委員 

 あるのかなということは、今はしていないということですか。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 これは、１階に生活オリエンテーションというのがございまして、そちらのほうでそう

いう相談があったらお話をしていただいたり、また多文化共生サロンのほうでもいろんな

相談を受けてございますので、現にやっておるところでございます。 
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○ 豊田祥司委員 

 市のそういうかかわり方というところも、これから必要な部分が出てくるのかなという

ところも思いますので、多文化共生という意味でよろしくお願いします。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 小林博次委員 

 12ページの一番上の黄色いグラフ、ここの数字でいくと、その他の外国人が1688人。

1688人もおったら、その他の分類はまずいのと違うかな。対策していこうと思っても、ど

この国の人かわからんというんじゃ、話にならんのと違うの。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 多文化共生推進室、廣田でございます。 

 これは当然、数字は私ども把握してございまして、表の表示といたしましてこのような、

その他という形でまとめさせていただいておるところでございます。 

 ちなみに、外国人市民数といたしまして、これ以外に多いところでございますが、少々

お待ちください。５位までですけれども、ネパール、ペルー、ボリビア、タイ、インドネ

シアというところでございまして、特に今増加が著しいのがネパールとベトナムでござい

ます。両者とも留学として日本にいらっしゃる方が多いということがございます。ネパー

ルの方は大体６割前後が留学ということで、ベトナムの方は技能実習生の方が多いという

ことで私どもも把握はしてございます。 

 以上です。 

 

○ 小林博次委員 

 だから、ペルーがここに入るわけやろ、ベトナムも入るわけ。これ、ペルーとかベトナ

ムとかは別に表記しておるわけやけど。 

 

○ 廣田市民生活課副参事兼多文化共生推進室長 

 ネパール、インドネシアですね。 
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○ 小林博次委員 

 やっぱりきちんと色分けをして表記して、５人や10人やというんだったら、その他って

扱ってもええけど、実態としては、今このあたりではその他と言われる人たちのほうが圧

倒的に多いわけ、この辺は。だから、日本語を話してみると通じやんのが多い。必死でや

るもんで、１年もすると日本語をしゃべれるようになっておるのやろなこの人たち、だか

らブラジル人とちょっと違うんかなと思うんやけど。だけど、やっぱり国によって日本語

を習得の早い人たちがおると、そういう理解をしたほうがいいと思うので。例えばベトナ

ムへこの前行ったけど、ベトナム人の女性は３カ月ぐらいで日本語をしゃべるようになる。

非常に優秀で、世界中競争してもあの人たちが断トツに１位に出てくる、ベトナムの女性。

地域によるんやけど。それぐらい優秀な人たちが日本に入っているわけやから、日本語全

部しゃべれて入ってくるというのは非常に高い。だから国をきちっと表記してもらうと、

日本語がわかるのかわからんのか、そういうこともわかる。それから、生活文化の問題も

ある、ここに住むとなると。そういうことも皆さんのほうから情報発信してもらうと、交

流がしやすくなる。こういうことがあるので、グラフのつくり方にとどまらず、そういう

対応、対策を立ててほしいなと思っておる、とりあえずはグラフのつくり方を変えてほし

い。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 今回、ちょっと資料の見やすさのほう、私ども正副委員長のほうで追求した結果、これ

でよしというふうに認めてきた経緯もございますので、別表でつけていただいて、グラフ

で表現するときにはその他でしようがないのかなと思うんですが、下の部分の表、別表で

また提出してください。すぐ出せるものだと思いますので、よろしくお願いします。 

 小林委員、それで堪忍しておいてください。棒グラフとか折れ線グラフについてはどう

してもその他表記というのは必要になってくるかなというふうに思いますので、その他の

内訳についてはこうだというものが出ていれば、今の議論もどこまで必要だったのかと難

しいところがありますので、そこはよろしくお願いをいたします。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 中川雅晶委員 
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 それでは、コミュニティ活動費の防犯外灯新設維持費補助金についてお尋ねします。 

 決算額9744万8600円で、このうちの管理事務費という240万4000円がまちづくり財団に

お願いしている部分ですか。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 市民協働安全の中根でございます。 

 まちづくり財団に補助を打っておるうちの……。事務費としての内訳が二百何がしとい

う数字になってございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

事務を担っていただいて、実質的に補助してもらっているわけですよね。 

 防犯外灯の新設というのは、第３次推進計画にある防犯外灯ＬＥＤ化促進事業に基づい

てＬＥＤ化を進めてもらっているというところで、どれぐらい今パーセントとしてはＬＥ

Ｄ化になっているんですか。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 防犯外灯のＬＥＤ化率。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 平成29年度で申し上げますと、ＬＥＤ化率というのは79.5％。それと、補足ではござい

ますが、平成28年度の段階では70.2％でございましたので、9.3ポイントアップというと

ころで把握しています。 

 

○ 中川雅晶委員 

 当然ＬＥＤ化率が向上していくといろんな経費も削減につながるというところで、本市

も第３次推進計画へのせてＬＥＤ化を進めていこうということで取り組んでいるんですけ

ど、思ったよりもＬＥＤ化率が高くなってきたなというのが印象としてはあるんですけど、

ただ、最近多くの自治体で取り組み始めているのが、切れて自治会にお願いして設備の交

換をしていく、またそれぞれ維持をしていくというやり方と、ＥＳＣＯという方式でエネ
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ルギー会社に全部該当するというか、できるところはＬＥＤ化して削減した上で、10年ぐ

らいそこに維持をお願いするとかというやり方もしている都市が大分出てきたなと思うと、

こうやって第３次推進計画でＬＥＤ化というので、年限を区切ってやる方法もありますし、

一気にＬＥＤ化をして電力とか維持費というのを削減して、なおかつ維持もそこにお願い

するというやり方の選択肢もあるのではないかなと思うんですが、その辺はどういうふう

に、例えば総括されていたりとかというのはあるんでしょうか。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 現状は、旧来から地元の方に一部ご負担をいただいて進めてまいりました。先ほど、数

字の推移を少し申し上げましたけれども、平成25年度で申し上げますと19.6％、それが

79.5％というところで、現時点においては今の状況で、地元の方にもご負担いただきなが

らもう少し進めていただきたいと。将来的には、他市の状況、私どもの考えもまとめた上

で、委員おっしゃられたような方式についても一度検討、研究は進めなければならないな

と、現時点ではこのように思っております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 例えば、第３次推進計画の防犯外灯ＬＥＤ化促進事業でいくと、平成29年度の事業費の

予算としては4621万5000円になっていて、それでも４年間トータルでいくと１億7000万円

ぐらいの経費を使うわけです、この４年間だけで。ほかの自治体の予算とかって、自治体

の規模とかＬＥＤ化の数とかにもよるとは思うんですけど、２億円から３億円ぐらいの形

でやると、例えば維持費も含めて10年間を平均で割るとさほど経費がかからない中で、一

気にＬＥＤ化にして電力料を引き下げると。また、地元自治会に対する負担を軽減したり

とか、まちづくり財団へお願いするというのも削減ができたりとかするところによると、

それも効果もあるのかなと思うと、そっちの選択肢というのも十分に考えられるなと。た

だ、ＥＳＣＯを受けてくれる企業があるかどうかというところも問題だとは思うんですけ

ど、ただ、本市――今話しているのは防犯外灯ですけど――公共施設のＬＥＤ化推進事業

というのも同じように並列で第３次推進計画にのせているので、この辺も合体していくと、

より経済的な効果も含めて効果が上がっていくのではないかなと思うんですが、その辺い

かがでしょうか。 
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○ 後藤市民協働安全課主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 今の他市の現状等でＬＥＤ化を一括で進めていくということで、電力会社等が推進して、

防犯外灯のみならず道路灯等でそういう実例があるということは当課としても把握してご

ざいます。ただ、現状、地区にお願いして推進を進めてまいりました防犯外灯については

８割ぐらいのＬＥＤ化率になってきているということ、平成29年度9700万円余の決算額で

ございますが、このうち5300万円ぐらいが電灯料の補助に対するものということになって

ございます。ですので、新規について旧の蛍光灯からＬＥＤ等にかえるという工事は、一

定実際８割弱の数字まで来ているということで、まだＬＥＤ化が進む前、まだ進んでいな

い５年ぐらい前の水準から一気に進めていくというときに、そういう方策をとるというこ

とも考えられたかなとは思うんですが、現状早目に着手したことによって、防犯外灯に限

って言えば、ＬＥＤ化は着実に進んできていると。実際に、防犯外灯にかかわる電灯料は

平成29年度から約41％減少しておるということで、この事業を進めるに当たって目的とし

てきておりました維持管理費の低減ということについては、効果が出てきているというふ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ほぼ８割ぐらいが済んでいるので、それほど経済効果が見込めないんじゃないかなとい

うところも理解するところなんですけど、一回、僕も詳しい数字とかデータをもとにして

話しているわけではないので、一度その辺の効果があるかないかというのを検証いただい

て、さほど効果がないのであればこのまま100％を目指したほうがいいという選択肢も十

分あると思いますので、検証していただければなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ここは確認させてもらいます。 

 決算常任委員会資料の部局別の中の33ページ中、２の（３）のところが先ほど言った防

犯外灯の部分になってこようかと思います。 

 平成29年度の新設外灯397灯、平成27年以降は新設については全てＬＥＤになっている
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と、これは理解できます。修繕なんですけれども、修繕にあわせてＬＥＤに更新したもの

が、ＬＥＤに内訳されているのかということを確認させてください。 

 

○ 後藤市民協働安全課主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 蛍光灯からＬＥＤにかえたものが新設にカウントしてございます。修繕についても、内

数ＬＥＤというふうになっておりますので、ＬＥＤ化を図ったものの数ということで計上

しております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ＬＥＤが壊れていて直したというわけじゃなくて、壊れたものを修繕するときにＬＥＤ

に更新したでいいんですね。再度確認です。 

 

○ 後藤市民協働安全課主幹 

 ＬＥＤが壊れて直したというものも一部含まれておりますが、委員長がおっしゃった内

容でいいかと思います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 これは資料の書き方だと思うんですけど、例えば平成27年だと5498灯の修繕があって、

5498灯の全てがＬＥＤで修繕になっているわけですよね、書き振りとしては。見方によっ

ては、ＬＥＤが壊れやすいかと見えてしまうこともあり得るので、修繕によって更新した

ものと、純粋な修繕を今後は分けて表記してもらったほうがいいのかなというふうには、

資料のつくり方だけで済んで、僕の認識に間違いがないかだけを最後、後藤主幹。 

 

○ 後藤市民協働安全課主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 今ご指摘いただいたとおり、混同されてしまう可能性がある書き方でございましたので、

次回以降、今の趣旨を踏まえましてもう少しわかりやすい書き方に改善していきたいと思

います。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 ちょっと同ページで私も関連させてください。 

 防犯カメラの設置費なんですけれども、設置のほうも特に通学路を賄うものなんかにつ

いては比較的補助率も上げてやっているんですが、ここにきて結構私が地元の方から聞く

のは、本当に危ないところにつけるのに通学路も何も関係ないだろうと。もう少し補助率

を上げられないのかと割と言われるんですけど、ほかの委員の皆さんはどうかわからんで

すけど、私のところには結構来るんですよ、防犯カメラの補助率が少し低いのではないか

という、そういうお声って届いていますか、うちの地区だけですかね。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 現状ですと、委員長がおっしゃられたとおり、通学路が絡むものについては３分の２負

担、それ以外については２分の１という中で申請はいろいろいただきますし、前年に翌年

の予定というところでアンケートもしておる中で、直接もっと補助が出やんのかというふ

うなお叱りに近いようなご意見というところまでは私どもは思っておりません。一定――

納得いただいておるというと認識不足だってお叱りを受けるかもわかりませんが――一定

のご理解はいただいておるものと原課としては思っております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 一番初めに補助が出始めてから、補助で設置したやつが壊れ始めているところもあるみ

たいで、そういったところについてもちょっと声はこれから上がってくると思いますので、

対応できるようにしておいていただいたらそれで結構です。 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 豊田政典委員 

 中川委員の話、防犯外灯に少しだけ関連するんですけど、防犯外灯設置についての自治

会の負担軽減ということで、もう３代前、４代前の課長ぐらいからずっと自治会の意見を

伝えて、課長が変わったら引き継ぎしてねと言うているんですけど、されているかどうか

知りませんが、自治会長が言うには、安全なまちづくりを行政の市民文化部の大事業とし

て掲げるのであれば、また行政の大きな役割じゃないかと。せめて市道の外灯、安全確保

は市が全部やるべきじゃないかというのが基本的な主張なんですけど、それをずっと議論
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はしてもらっているとは思いますが、そこまでにいかないまでにしても、先ほどのＥＳＣ

Ｏの話も一つの方法だと思うし、ＬＥＤが次に更新が来る時期にまた多額の金、自治会の

負担がふえるもんで、せめてそれまでにはそういった方向も一つ総合的に、その間に技術

の進歩もあるかもしれないですし、忘れずに検討を続けていただきたいということを意見

を重ねておきます。 

 以上。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 私、違う角度で市民の方から言われるのが、防犯外灯を自治会が入り口になっているこ

とによって、自治会加入促進が図れる切り口になっていると。あんた引っ越してきた、そ

この前の防犯外灯、じゃ、あんた自治会に入らんてことはあんたが管理するのやなと言っ

て、それで加入をしていただいているというケースも一部聞き及んでおりまして、全てを

お任せするとなると、市民の権利やで、ごみ捨て場だって捨ててもええやないかとかとい

う話になってくるもんで、私はそこは武器にしている方がいるのでどうかなと、これは個

人の意見でございます。 

 

○ 小林博次委員 

 一言だけ。 

 市民協働安全の中で、防犯外灯のところで特に環境負荷の低減という問題提起がされて

いる。環境負荷をさせることで防犯外灯を通常からＬＥＤにかえていくと、こういう路線

なわけね。だったら環境都市やから、もっと早い速度で、外灯にとどまらず公共施設全般

を見直していくべきではないのかなと、こういうことと、それから、文章が難しいんやわ

な。主要施策実績報告書の60ページの表記を見てみると、真ん中のほうに、特に環境負荷

の低減、それから地域住民が負担する維持管理費に係る費用や手間の軽減を図るため、引

き続き、補助対象をＬＥＤ防犯灯に限定しと書いてあるんやね。そうすると、最初に環境

負荷の問題提起があって、これに限定するのなら、別にこんなややこしいことを書かんで

も、ＬＥＤの費用の低減とかそういう問題提起でいいのと違うの。 

 ついでに出させてもらうけど、61ページ、ほかにもあるんやけど、とりあえずここで指

摘すると、例えば市民協働ポータルサイト運営業務委託、それからコミュニティビジネス

は多分今一般的な言葉になっている、その下のほうにプロボノ活動支援事業、それから地
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域づくりマイスター養成事業、市民になじみがないと思うよね。だから、横文字を使うの

はええけれども、何をやっている事業なんかというのを示してやらんとわかりにくい。だ

から、我々は当たり前に使う言葉でも、市民参加を前提にさまざまな事業を組んでいるわ

けやから、その辺がちょっとわかりにくいのはいかがかなと。例えば、プロボノ活動なら、

企業の社会参加を問題提起しているわけやからその辺がどこかで入っておればいいんやけ

ど、少しそういう用語の使い方というのは研究してもらう必要があるのと違うかなという

要望を一緒にちゃっかりとつけておきます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 確かに、さっきのポータルサイトなんて、まなぼうや通信とかですよね。まなぼうや通

信のホームページでしょう、要は。違うんですか。 

 

○ 後藤市民協働安全課主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 市民協働のポータルサイトでツナガルよっかいちというのを、市民活動団体の方に投稿

いただいたり、イベント情報を載せたりということで、市民協働促進計画に基づく事業と

して市民協働安全課で管理しておるものでございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 確かに小林委員が言われるように、そうやって説明を受けたほうがわかりやすいので、

そこについては、部長、考えていただけますか。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 小林委員がおっしゃられたのは、私、４月に来て、これどういう意味やというのをたく

さん聞くところがありますので、私がわからないということは市民の方、おわかりの方も

ありますけど当然おわかりにならない方が多いと思いますので、可能な限りでわかりやす

い説明に努めたいと、このように思っております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 確認させていただきます。 
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 これより先にまだ質疑があるという方、挙手をお願いいたします。 

 ３人。 

 ボリュームはどの程度ですか、豊田政典委員はどれくらいですか。30分ぐらいですか。 

 

○ 豊田政典委員 

 15分ぐらい。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 平野副委員長は。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 ５分。 

 

〇 中川雅晶委員 

すぐ終わります。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 じゃ、中川委員と平野副委員長の質問だけやってしまって、15分ですか。そうすると、

お昼をちょっと押し込んでもここを目指していくかというところなんですけど、午前中を。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 じゃ、いかせていただきたいと思います。いきなはれの声をあれして。 

 

○ 中川雅晶委員 

 防犯外灯のところの課題というところで、もう一つ。 

 例えば、あんまり住民が住んでいないところ、地区と地区の境目であったりとか、通学

路としては使っているんやけれども、なかなか厳しいところ、ミルクロードから桜地区に

おりてくるところの県道に自治会の防犯外灯――本当は県の道路管理者がって思うんです
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けど、県はなかなか、そこはもう設置対象ではないということで――防犯外灯を立ててお

られたんですけれども、その維持に関して、例えばポールをつけての防犯外灯なので、も

し倒れた場合に損害賠償の責任は自治会に出てきたりとか、いろんな形で自治会としても

管理が困まる、負担をしなきゃいけない。でも、ある一定使う、高校生であったりとか市

民がいないわけではないというところで、非常に悩ましいところで、使っていただいたの

で実は、ＬＥＤの電球が消えていたりするのを再度もう一回つけてもらったとかというこ

とがありましたので、そういう地区と地区の間であったりとか、通学、特に高校の通学な

んかは、小中学校というか、特に中学校の通学路なんかは比較的自治会の中で配慮しても

らう部分があるんですけど、高校は少し見落とされたりという部分もあったりとかすると、

その辺の部分を目くばせという部分も、やっぱりそれは市もほうで調整しないとなかなか

難しいというという部分があるので、あんまり自治会に、先ほどの委員長の話じゃないけ

ど、自治会の会員のためにしてしまうと、そこに余り人がいないとかってなる場合に非常

に防犯上の課題が出てくるのかなと思うんですけれども、その辺の課題も含めてぜひ検討

いただきたいと思うんですが、その辺はどういうふうに調整されているのか伺います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 近隣に住居がない場合の歩行者のある道路についてということで。 

 

○ 後藤市民協働安全課主幹 

 市民協働安全課、後藤でございます。 

 具体例といたしまして、桜地区におきまして、桜地区から水沢地区に抜ける道で桜運動

施設をつくったときの経緯の中で外灯がついたという事例について、こちらでも内容を把

握してございます。 

 現実問題としましては、最終的に桜地区連合自治会、桜地区市民センター、四日市西高

校と協議を重ねまして、連合自治会に負担をお願いする形で球がえについては行っていた

という事実がございます。地区としても最終的に桜地区のお子さん、主には四日市西高校

に通学される生徒ということでしたけれども、たくさん通われるというところで、ご負担

をいただいたということでございます。 

 ただ、今後、他地区にもたくさん生徒が通っているということですと、学校も意識は持

っていただいているというふうにお聞きしておりますので、地区市民センター、私ども市
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民協働安全課、地区と協議を進めながら、また、生徒の通学路の安全確保という観点で県

立高校である四日市西高校とも話をしながら、進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 今回の事案のような場合は、関係するところが集まって協議をしてというふうにしてお

りますので、確かに単位の自治会で、そこに住んでいる方にご負担いただくということで

はなかなか難しいという協議の中で、連合自治会として桜地区全体の問題として一定の費

用を出すというふうな結論に至ったというふうにお聞きしてございます。 

 

○ 中川雅晶委員 

 他の地区においてもそういうことが発生していたりとか、これから発生する可能性があ

ったりとかするので、ぜひ配慮いただくように調整役になっていただくようにお願いしま

す。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 まず会派からの短い質問なので、短く答えてください。 

 主要施策実績報告書39ページの市民生活課の相談受け付け件数、目標が3800件以上とな

っている。多いほどいいような目標になっているけど、これはおかしいんじゃないか。少

ないほどいいんじゃないかという意見なんですけど、考え方、もしくは修正の余地があれ

ばそれで結構ですので答えてください。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 どなたが答弁されますか。 

 

○ 岡村市民生活課市民・消費生活相談室長 

 市民・消費生活相談室長の岡村でございます。 

 こちらの目標につきましては、前年値という形で目標のほうを置かさせているというの

が実態でございます。実績自体は4102件と、去年よりも大分ふえたというところがござい

ます。ふえている分につきましては、やはりいろいろなご相談を受ける際に私どもの相談

員の方がそれぞれ解決できるようにお話をさせていただいておる。確かに目標自体が多い
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方がいいのか、少ない方がいいのかというところは少し考えないといけないかなと思って

おるところでございますので、今後、ちょっと来年以降はこちらのほうの数値につきまし

ては検討していきたいなと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

○ 豊田政典委員 

 市民の困り事相談なので少ないほうが社会的にはいいと思います。 

 もう一個は簡単に。ファミリー音楽コンクールについて、ずっと議会でも去年も議論が

あったようですけれども、平成29年度、賞金を変更したんですよね。その効果というか、

影響があるかないのか、それだけ教えてください。 

 

○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 文化振興課、岡本でございます。 

 昨年度、グランプリの賞金を100万円から50万円に変更させていだきました。その結果、

特に応募者数の減少も７件減少しただけでほとんど減っておりませんし、特に影響はなか

ったと判断しております。 

 

○ 豊田政典委員 

 わかりました。 

 じゃ、三つ目、これ、ちょっと私のやつでは長いんですけど、長目のやつね……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 関連ですね。 

 

○ 小川政人委員 

 ７件減って影響がなかったって、ほとんど影響なかったって全体でどれぐらいの応募が

あって７件減ったのか。 
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○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 申しわけございませんでした。 

 平成28年度、60件の応募があったところ、平成29年度は53件に、７件減少したというこ

とです。 

 

○ 小川政人委員 

 １割減少した……。そういう考え方。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 １割減少は影響なしというふうに考えるのか。 

 

○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 応募者数につきましては影響はございませんでしたけど、そのうち41件が新しく初めて

応募された方ですので、全国へこの音楽コンクールが広まりつつあるというふうに判断し

ております。 

 

○ 小川政人委員 

 ちょっと無理な解釈と違うか、それ。応募者数が１割も減っているのに、ことしどうな

るかようわからんけど、そんな分析でええのかな。これ以上は言いません。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 わかりました。 

 豊田政典委員、続けてください。 

 

○ 豊田政典委員 

 じゃ、最後の。 

 市民協働安全課の決算の概要というのをつくっていただいてありがとうございました。

この課は恐らくというか、五、六年前でしたっけ、議会で年度をまたいで市民協働促進条

例というのをやって、それを受ける形で市民協働促進計画というのをつくってもらった。

それを主体的に、一番中心にやられる課として独立した課ですよね。 
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 平成29年度の取り組みで、その名のとおりで市民協働を促進していこう、受け皿という

か、市の仕事を協働もしくはかわりにやってくれる団体として市民活動団体を育成してい

くということなんですけれども、１年の振り返りとしてどこまでできたかというのがよく

わからなくて、私もその後詳しく追っかけていなかったので申しわけないんですけど、本

冊資料というか、部局別というやつのほうを見てもごく一部です、資料に出ていくのは少

なくとも。市民協働、つまり市役所がやっていた仕事を、公でやっていたのを、市民とと

もに、あるいは市民が委託という形で皆で社会全体で担っていこうという考え方だと思う

けど、ごくごく少ないのしか載っていない。しかも内容は市民文化部の仕事なのか、ある

いは提案があった新規事業なのか、新しい公という考え方の市民協働というのが、資料を

見るかぎり進んでいるのかどうか全くわからない。５ページの課題とか方針で、よりさま

ざまな事業を協働として促進していったり、市役所の中でも部局間に横串を刺せるような

意識の醸成を図っていく。まだまだ緒についたばかりというか、進んでいないような表現

なんですけど、このあたりはどうなんですかね。できれば決算だったので、もっと詳しい

のが欲しかったし、このあたりのことを改めてお答えいただいて、もう一度聞かせていた

だくと思うので。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 市民協働安全課、中根でございます。 

 委員、ご紹介ありましたけれども、市民協働促進計画というところで、基本方針を大き

く四つ立てて、意識づくりと人材育成、もう一つについては情報発信と共有、また市民活

動団体の育成強化、市民活動の活性化というところで、この目標を立てる中で、基本方針

をもとに32の取り組みを中期、短期で着々と進めていくというところで、１年を振り返っ

て仕事をさせていただいていましたが、その中では市民活動団体同士の連携強化という部

分であるとか、先ほどプロボノというお話もありましたが、企業と市民活動団体の連携強

化というところが平成28年度に比べ進捗が図られたということでございますが、私の思い

としてはまだまだ取り組みは進んでいない、目に見えた活動というか効果というのはこれ

から徐々に出てくるものかなというところで思っておるところです。 

 それから、横串というところでございますが、提案事業としまして空き家の増加問題と

いうところで、昨年度取り組まれたものがことしになりましてさらに深く議論を深めると

いうところで、各関係課、生活環境課であったり建築指導課、都市計画課というところを
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含めまして、その課ができること、可能なことの引き出しを私どもが図りまして、関係各

課と横串を刺していると。まだまだ、そういった部分で本来の目標までは達していないと

ころですけれども、これから着実に進めてまいりたい。ちょっと説明になっていないかも

わかりませんが、私の思いとしてそういうところでございます。 

 

○ 豊田政典委員 

 短期、中期の計画があってというところは、今後さらに成果が出てくるのではないかと

いうのを私なりに推測すると、今まで仕掛けをしてきたと、協働が進むための。それが今

年度、来年度あたりで成果が出てくるのではないかということを言われてんのかな思いま

した。 

 それから、もう一個の横串の話は、これも推測ですけど、市民文化部の範疇にとどまっ

ているのを、これからは全庁的に協働意識を醸成してということを今まさに進めようとし

ているんだと。上手に言えば。そんな解釈でいいんですか。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 解釈はそれでいいですか、中根課長。 

 

○ 中根市民協働安全課参事兼課長 

 ありがとうございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それでよしということです。 

 

○ 豊田政典委員 

 時間制限があるのでここまでにしますけど、本当はもっと深堀りしたいテーマでした。

ありがとうございました。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 関連ですね。 
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○ 小林博次委員 

 市民協働で問題提起したのは、我々が生きていく上で、昔は兄弟とかいっぱいおったか

ら助け合いができたけど今なかなかできないので、小さな身近な問題を取り上げてボラン

ティア活動をしてもらう、こういうことを行政が支える、だから官制の、ほかの部署でお

まえこれやれよという発想もええんやけど、それと違って市民にどんなことが必要なのと

いう、そういう呼びかけをやって運動化していただく、そのために活動資金として基金を

つくる。だから基金はまだできていないと思うけど、そういうふうな受け皿の整備をとり

あえずきちっとしてもらって、ほかの課でもやれることがあったらそれはそれでいいこと

やから続けてもらいたいけど、ちょっと不足する分については補強しておいてください。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 意見で。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 主要施策実績報告書の64ページに、三浜文化会館の利用状況が書かれていますが、初め

て１年間稼働させてみて、利用率とか利用人数というのは当初の見込みよりどうだったの

かという、そういう所感をまずお願いします。 

 

○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 文化振興課、岡本でございます。 

 徐々に三浜文化会館の利用率は右肩上がりに上昇しております。見込みとしては、大体

平成29年度８万件ぐらいの利用があるということで推測しておりまして、平成30年度はほ

ぼそのように推移をしていると思っております。 

 以上です。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 場所が中心から離れているというのがありますが、結構利用率は高いのかなと思ってい

ます。ただ、やっぱり最近、ライフスタイルが多様化してきていろんな活動も多様化して

いて、例えば早朝の時間帯に活動するようなそんな活動もあると思うんですが、開館時間

をもっと広げてほしいとかそういった声というのはありましたか。 
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○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 三浜文化会館は運営協議会を年４回開いておりますけれども、その中では早朝にという

ご意見はございませんし、窓口でも今のところ早朝のご意見は聞いたことはございません。 

 以上です。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 実際に市内ではそういった活動をされている方は、今はホテルとかそういうところで活

動されているということなんですが、例えばそういう人たちが使うとなれば、全館オープ

ンしないにしても一部をそういった早朝の時間に当てていくということは、隙間時間とい

うかそういうのをちょっとしたニーズを捉えて、利用率をちょっとでも上げることになる

のかなと思うんですがいかがでしょうか。 

 

○ 岡本文化振興課参事兼課長 

 文化振興課、岡本でございます。 

 今、利用したいというご意見がほとんど届いておりませんけれども、今後またそういっ

たご意見がございましたら参考にさせていただいて臨機応変に対応できるよう、ちょっと

人件費等々の費用対効果もございますが、検討していくことはできるかと思います。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 平野副委員長、よろしいですか。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ちょっと私も最後に確認させてください。 

 市民文化部所管の、例えば地区市民センター、文化会館、つり天井崩落対策もありまし

た。耐震化は全て完了していますか、確認です。 
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○ 山下市民文化部長 

 耐震化は全て確認しています。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ありがとうございます。 

 他にございませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ないようでしたら、ただいま質疑を繰り返してまいりました項につきまして審査を行い

たいと思います。 

 審査に入る前に、議員間討議についての取り扱いを確認させていただきたく思いますが、

いかがでしょうか。 

 中川委員が扱われていた部分、小林委員も豊田委員も多く発言をされていたところがあ

りますが提案ありますか。あれを議員間討議として扱うかどうか、中川委員。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 小林委員、ご提案をいただければ。 

 あれは項目でいうと何になるんでしたっけ。 

 項目名でいうと。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 コミュニティ活動費の部分ということで。 

 皆さんが、委員会中に質疑の中で発言された意見等を集約して、議員間討議がなされた
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という形でよろしゅうございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 そのことについて、改めて意見としてここの議員間討議の場所に出しておきたいという

意見があれば集めたいと思いますが、ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、質疑の中で行われたやりとりについて議員間討議としてまとめさせていただきた

いというふうに思います。 

 討論ございます方、おみえになりますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 討論なしと認めます。 

 それではただいまより、決算認定の採決に入りたいと思います。 

 議案第25号平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費中関係部分、第１目一般管理費中関係部分、第

４目文書広報費中関係部分、第10目地区市民センター費、第11目国際化推進費中関係部分、

第13目計量消費経済費、第17目コミュニティ活動費、第18目市民活動費、第19目文化振興

費、第20目生涯学習振興費、第21目諸費中関係部分、第10款教育費、第５項社会教育費中

関係部分、第３目の公民館費中関係部分についての決算の認定を行うことにご異議ござい

ませんか。 

 

（異議なし） 
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○ 樋口龍馬委員長 

 異議なしと認めます。よって、本件決算は認定されました。 

 お疲れさまでございました。 

 全体会に送るべき事項につきまして、ご提案はございますか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 なしと認めます。 

 

 〔以上の経過により、議案第25号 平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費中関係部分、第

１目一般管理費中関係部分、第４目文書広報費中関係部分、第10目地区市民センタ

ー費、第11目国際化推進費中関係部分、第13目計量消費経済費、第17目コミュニテ

ィ活動費、第18目市民活動費、第19目文化振興費、第20目生涯学習振興費、第21目

諸費中関係部分、第10款教育費、第５項社会教育費中関係部分、第３目公民館費中

関係部分について、採決の結果、別段異議なく認定すべきものと決する。〕 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、午前中の会議をこれで終了いたします。お疲れさまでした。 

 午後はあさけプラザですとか、男女共同参画課の決算認定の審査になります。 

 再開時間はどうしましょう。１時30分にしておきますか。 

 

（異議なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 １時30分再開でお願いいたします。お疲れさまでした。 

 

                                １２：２０休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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                                １３：３０再開  

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それでは説明からお願いをいたします。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 男女共同参画課、中村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、追加資料の説明をいたします。 

 資料のほうですけれども、04産業生活常任委員会、13平成30年８月定例月議会06―01、

市民文化部（決算分科会資料）、こちらの中の16ページ、17ページをお願いいたします。 

 小林委員のほうから、市役所における女性職員の登用についてということで、資料の請

求をいただきました。そのご説明をさせていただきます。 

 市役所における女性職員の登用については、管理職に占める女性職員の割合を数値とし

て、目標を立てて取り組んでおります。 

 （１）の①では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律――女性活躍推進法

と以下呼ばせていただきますけれども――そこに基づきまして。四日市市特定事業主行動

計画において、それから、②のほうでは男女共同参画プランよっかいちにおいて、いずれ

も平成32年４月時点で管理職に占める女性の割合を25％とする数値目標を立てて取り組ん

でいます。 

 ①につきましては、法に基づき、女性職員の割合や、管理職に占める女性職員の割合等

を毎年１回公表しております。それから、２番につきましては、男女共同参画プランよっ

かいちの進捗状況の報告を毎年していただきまして、男女共同参画審議会のほうで評価を

受けております。 

 次、（２）でございます。女性管理職の割合の推移を見ますと、平成26年度から平成28

年度については上昇傾向でありました。ところが、平成29年度、平成30年度とちょっと減

少傾向になっております。これは、管理職への昇任者よりも退職者のほうが多くなってし

まったことによります。 

 管理職への登用は、男性、女性に限らず、資質や能力等を考慮し行っているところです

けれども、現在のところ、管理職への昇任候補となる女性職員が少ない状況にあるため、

女性管理職の割合もなかなか増加するのは難しい状況にあります。 
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 （３）をごらんください。各役職段階に占める女性の構成比をあらわしました。 

 こちらでは、係長職でほぼ男女の比率が半数、一般職では女性職員のほうが多い状況と

なっております。この表を見ますと、今後、時間はかかりますけれども、徐々に女性管理

職の候補者もふえ、割合も改善されてくるのではないかと予想されております。 

 （４）の取り組み状況でございます。 

 現在、女性職員が幅広くいろんな経験を積むことが大切ということで、職務経験を積ん

で能力向上につながるように、女性職員の職域の拡大を図っております。この表を見てい

ただきますと、その結果、平成26年度、女性が配属されていない所属が36か所でありまし

たけれども、平成30年度には26か所となりました。今後も、でき得る限り職域の拡大には

努めていきたいということです。 

 それから、次の女性職員の資質向上のため、地方自治体の女性職員を対象とした研修に、

30代前半の一般職員を派遣しております。こちらは、職員研修所のほうで派遣をしており

ます。 

 それから、階層別研修というのがあるんですけれども、新規採用職員、新任係長級、新

任課長補佐級、新任課長級、それから年齢別研修というものがございますが、こちらの中

で、政策方針決定などのあらゆる過程で男女が平等な構成員として参画することが必要で

あるなど、職員向けにも男女共同参画の啓発に努めております。 

 それと、最後に、四日市市トレーナー制度というものがございまして、育休等長期休暇

を取得している職員に対して、休暇中の職場の業務に関する最新情報を提供したり、休暇

終了後に円滑な職場復帰や職務遂行ができるように指導、助言をしておりまして、職場全

体で復帰を支援しております。 

 資料につきましては以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ただいま議題として扱っている部分についての追加資料は以上でございますので、資料

請求をなされました小林委員のほうから、質問をまず受け付けたいと思います。 

 

○ 小林博次委員 

 資料はつくっていただいてありがとうございます。 

 この数字ということもあるんやけど、これは、皆さんが実態をどのぐらいつかんでいる
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のかなというので、資料を出してというお願いをしたわけね。 

 問題は、女性を訓練してあげて、男女の差なく管理職とか能力を発揮できる場所に配属

ができるということをきちっとやらんとあかんと思うんやけど、実際にはやっぱり数値目

標を掲げて追い込んでいかないと、こんなのいつまでたっても状態を見ておったら、管理

職に登用する能力があるようには思えませんって言えばそれだけのことやから、それやっ

たら差別が固定化してしまうだけで、だから、そういう格好と違って、一遍やってみやな

わからんわけやない。やらんと能力なんて評価できへんのやから。だから、そういう訓練

をしてやらんとあかんのに、例えば政策推進監なんかほとんど男ばっかりと違うの、政策

推進監。 

 だから、例えば半分ぐらいは女性にかえるだとか、やっぱりちょっと努力せんとなかな

か難しいと思うんやけど、そのあたりは感想を含めて答えを下さい。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 中村でございます。 

 政策推進監は昨年度、２名が女性でございました。今年度は、推進監のうち３名が女性

になっております。 

 確かに推進監という職務は、委員おっしゃられるように、部の業務、いろいろ知ること

もできますし、実際にかかわることもできるので訓練になるかと思うんですけれども――

そこのあたりは人事課のほうにもこちらのほうから働きかけは行いますけれども――なか

なか人事の権限がこちらにはないものですから、そこのところはちょっとご理解いただき

たいなと思っております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それを言ったら、市民生活課に介入する権限もないみたいなものなんですから、いかに

男女共同参画という視点で申し入れをしていくかという立場でなければいけない人が……。

確かに人事権がないのは知っていますよ、私たちも。 

 なので、これはあくまで人事に介入する話じゃなくて、小林委員の言われているのは、

まず、自分たちが範を示すためにどういった取り組みをしていくんだということを問うて

いるわけであって、ちょっと今の答弁はもう少し違う形にしてもらったほうがいいのかな

というふうに私は思うんですが。 
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○ 山下市民文化部長 

 確かに人事権というよりも、当然、うちが男女共同参画課でいろんなところの管理職の

登用というのを企業にも働きかけているわけですから、当たり前のとおり、私どもも、人

事課のほうにも当然働きかけやなあかんということはございます。 

 それと、やはり私ども、一般職の女性の方というのは、もともと入った比率が非常に割

合的に半々で入っていない状況が過去、最近は大分半々に近くなってきたということでご

ざいますが、ただ、よく人事なんかの話をするんですが、例えば看護師とか保育士なんか

は割合的には当然多い割合ですので、そういった方も含めて管理職というようなところと

いうのは、これからどんどん上げていってもらってもいいのではないかなというふうに思

っていますので、その辺のことについてはしっかり一般職も含めて、看護職、保育職、技

術職もそうですが、そういったところをしっかり人事課と詰めていって、できる限り上が

っていくような形に持っていきたいなというふうには思っております。 

 

○ 小林博次委員 

 それはそう願いたいんやけど、数値目標を掲げて、年次的にやっぱり消化していくとい

うやり方をしないと、なかなか絵に描いた餅になる。だから、数値目標を全庁的に理解を

してもらうというのが一つの階段を上がっていくための方法なんやわね。ただ、役職にな

ることが目的とか、そんなふうには個人的には思っていないんやけど、男女の差別がなく

なる、こういうことでもっとほかのこともいろいろあるんやけど、だから、そういう視点

であなたのところは問題提起してほしいわけやね。 

 とりあえずは数字で示してもらって悪くなっておるやつは言い訳せんと、やっぱり改善

する指標をきちっと出して、２人とか３人とかそんな単位でもええし、普通やったら職員

採用の問題までもし触れることができるなら、ペーパーテストで最も優秀なのは女性群な

んやわな。ほとんど女性が採用されておるはずなんやけど、どういうかげんか半分くらい

が男の人に入れかわる。そこら辺はあんた方、怒っていかなあかんよな。大体。おかしい

やろって。 

 この職場は、事務能力は男性よりどっちかというと女性のほうがすぐれているのと違う

かなと。辛抱強いし、別の言葉で言えば、かなりしぶとさがあるわけやし。 

 だから、全体を見渡して少しでも対等にいけるよう、できれば市役所の中に、なおかつ
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男女という表記しておるけど、明らかに差別用語やからできるだけ早い期間に撤廃する。

男とか女とかいう表記はもうやめる。こういうことを、これ、欧米でもとっくの昔にやっ

ておるわけ。日本の中だけだよ、残っておるのは。 

 社会の仕組みの中でも際立って残っているのが日本社会で、やっぱり一番主導的役割を

果たす市役所やから、そこら辺をちょっと自覚してもらって、対応してほしいなというこ

とを要望して、質問を終わります。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 性差にかかわらないパーソナリティーという部分で判断できていくような基準を設けて

いかなきゃいけないとは思うんですよね。ただ、今はまだ、性差による特性がどちらに向

いているかというところに、どうしても固執してしまいがちだと思うです。女性目線が必

要だから、こういうところに女性を入れようとか。そこを解消して、もっとユニバーサル

な社会にしていくためにどうすればいいんだということは、私のほうからも検討するよう

にお願いをしておきたいと思います。 

 平野副委員長、何か手を挙げそうだった。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 この資料を見せていただくと、係長がもうすぐ半分ぐらいの男女比ということで、その

下の取り組み状況として、まず、若い、若手の女性職員の人たちを、幅広い経験を積ませ

て能力を向上させていって、将来的にというのを考えていらっしゃるように見受けました。 

 それに対して、今、小林委員は具体的な数値を掲げて、それに登用していくという感じ

のクオーター制のような形の提案をされていましたが、これはどちらのほうが適している

というか、その所感をちょっとお願いします。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 大変難しいご質問かなとは思うんですけれども、例えば若いころからいろんな職場で、

いろんな仕事を経験することで、今、それこそ係長級以下の職員は若いころから経験を積

んでいると思うんですけれども――これは私見で申しわけございませんが――私たちが入

ったころはまだ、男性のほうがずっと職員は多かったですし、どちらかというと庶務とか

そういうものが女性の仕事、庶務や、それから地区市民センター等の窓口の業務とか、実
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務的なところが女性職員の職場というような状況でした。 

 ですので、年を、経験を重ねてくるんですけれども、割とそういうところに配属されて

いることが多くて、若いころに余り経験、いろんな仕事を経験していなかったように感じ

ます。 

 ですので、今、こうやって取り組み状況にもお示ししましたとおり、いろんな職場に女

性が入っていくことで、若いころから経験を積むことで資質も向上しますし、意欲も湧い

てくるというふうに考えておりますので、時間はかかるのかなとは思いますけれども、女

性の意識、それから周りの意識も変わってくるんじゃないかなと思っていますので、両方

必要かなとは本当に思います。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 ご答弁の大半は、長い時間を費やしていって経験を積ませていって、それで徐々に数字

を上げていくというお話やったと思います。確かにこれはもう確実なやり方で時間はかか

るけれども、どんどんと数字は上がっていくんだろうなと思うんですが、最後だけ目標を

掲げてというのも、それも重要というふうにおっしゃったんですが、こちらは役所が初め

にやって、それで民間企業に範を示すという樋口委員長のおっしゃったようなやり方やと

思うんですが。 

 これは重要だけれどもやるんですか、やらないんですか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 数値目標というか、目標は必ず必要やとは思いますけれども、ちょっと私、人事課とも

相談しながら、取り組めるところから取り組んでいきたいなと思っています。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 最後にちょっと確認なんですが、そういうふうに人事課に働きかけたときに、人事課の

反応というのはどういう感じなんですか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 今回の資料請求をいただきましたので、人事課ともちょっとお話もさせていただきまし

た。 
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 今、現在、例えば育休とか介護休で長期で休まれる女性職員――今のところはまだ男性

職員よりは女性職員のほうが、育休で休まれる職員は多いんですけれども――育休や産休、

それから介護休をとったからといって、男女でその後の任用に差があるわけではないとい

うのも聞いておりますので、休んだ時間は例えば研修とか、そういう段階的に研修を受け

ていかなきゃいけないようになっておりますので、その時期に当たるとちょっとおくれた

りすることはあっても、男女に任用の差はないというふうに確認しておりますので。なか

なか難しい。済みません。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 山下部長、補足を。 

 

○ 山下市民文化部長 

 四日市市役所の勤務体系といいますか職種体系というのは、基本的には、例えば一般職

というのは、課長、部長までずっと上がっていくということが基本的なんですね。ところ

が、例えば保育士とか看護師なんかは、そういう職種というのはもう、その人数の割に比

率的に少ないということがあって、どうしても役職、そういうのをつくっていくのは、給

料をこういうふうに上げてとか、役職をつくっていかない限りは、事務職だけでその率に

するというのはなかなか難しいし、25％を達成しようと思うと、その辺の職を、やっぱり

人事課と私どもも真剣に体系を考えないと、今の体系でそのまま上げていけばできますと

いうようなものではないというふうに私は思っていますので、その辺は、人事課と事務、

その役職、いわゆる職種との、役職との関係も含めて十分議論をしたいなというふうに思

っています。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 その数字だけを上げるために役職つくるというのも何か。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 そういうことは言っていない。 

 

○ 平野貴之副委員長 
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 そういうわけにはいかないということですね。 

 とりあえず力強い教えを、またお願いします。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 今、部長言われたみたいに、女性の管理職をふやすために役職をふやすというのはナン

センスだと思いますし、それより、今、能力はあるのに管理職になれないハードルは何な

んだって、そのバリアを取り除いていくような機構構造の改革こそが求められている、そ

のために、じゃ、男女共同参画課としてどんな答申をしていくのかということのほうがよ

り大切だというふうに私は思っているんですけど、この考え方というのは間違っています

かね。 

 

○ 山下市民文化部長 

 基本的にこの職種はここまでしか行けやんとか、そういう話ではなくて、職種の中でも

管理職といいますか、そういった力のある人というのは、どんどん役職が上がっていって

管理職として、職種の中の人らをまとめるということになれば、やはり皆さんそういうと

こまで行くということになればやる気も出てくると思いますが、ここで課長補佐級でとま

ってしまうんだというようなところの職種だと、もっと切磋琢磨しようというようなこと

がないので、やはりその辺を事務職は部長まで上がれるけど看護職やったら部長ってなか

なか上がれやんと、そんな話ではなくて、できる人間はそうでなく力を持って上がってっ

て、いろんな提案もできるような形を持ってくべきだというふうに思いますので、そうい

ったことで、できる人間を上げていくような、職種に関係なしに上がるようなシステムと

いうのを考えていく必要があるだろうなというふうには思います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 了解しました。 

 

○ 豊田政典委員 

 最後の部長のところがよくわかりませんが、16ページの実態をきちんと把握するとすれ

ば、部長が２回ぐらい言われたように、例えば看護職、保育職は別に集計表を出してもら

わないと、わからないわけですよ。やはり、ばくっとイメージするのは事務職なので、ま



 - 62 - 

だ技術職は男の子のほうが圧倒的に多ければ、別の実態を出してもらわないと、議論が始

まらないんだよね。そういう集計もしながら、今度からそういうのを出してもらって議論

したいなと思います。 

 

○ 小林博次委員 

 感覚的に、能力があると上がるみたいな雰囲気で聞こえたんやけど、能力ってどんな能

力の話かちょっとようわからんけど、一般的なここの、入試に耐えて訓練された人たちな

ら全員能力あると見ておるのやけど、だから、男が多くて女の人がぽつんとしかおらんと

いう職場であっても、やっぱり登用する、それを男の人が受け入れるという社会が男女共

同参画社会なもんで。だから、あんまり上下をつけて何かどうたらこうたらって、そんな

話と違って、そういう問題提起をしたほうがいいと思うんやわ。こういう職場というか、

事務職の多い職場は、男よりもむしろ女性職員がたくさん登用されて、登用するためには

階段を上がっている人がたくさんあるという姿が、見てもらうのが一番ええ。 

 これ、何を言うているかというと、だんだん社会で人が少なくなって、三重県なんか、

四日市はそんなにひどいことはないけど、中南勢なんかはほとんど東京へ行くわけやない。

東京とか６大都市へ行ってしまうわけ。何でって働く場所がない。だけど、ここはこんな

場所があるなら、たくさん登用して採用してあげれば、女性はここに残ることが可能なわ

けやね。 

 そうすると、ここに残っている男の人が結婚相手も見つかるわけですやん。変な話する

と。だから、そんなような役割なんかも社会的な要求としてはあるはずやから、そんなこ

となんかも加味して、もっと広い大きい範囲で試験して階段を上げていって、そんなこと

もあるけれども、そんなことだけとは違って、一般的な能力はもう十分持っているわけや

から、能力に合うだけの金も出しているわけやから、責任あるポストについてやれるかど

うか、その辺だけ訓練してあげればいけると思うよ。 

 そういう訓練が今ないから、女の人が役職につくと退職してしまったり、耐えられんよ

うになって、その辺、個人的にはそんな話をしているわけで、それを酌み取っていただい

て何か生かしてやらな。だから、人事課と相談してとか、そんなとろくさいことしてもら

わんでも、わざわざ課があるわけやから、課として、これ、課は部の中にあるわけやで、

だから、部の中であなた方が提案したやつをそこで意思確認して、こんなことを決めまし

たということを申し入れする。相談なんか要らん、申し入れすればええ。そのくらいの権
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限を持っているはずなので、だから、あなた方が自信を持って自分の課の中できちんと整

理して、それを部の中で意思確認して問題提起する、こういうことで情報発信してもらう

と、我々もわかりやすい。 

 看護師や保育士や、そういうあたりも含めてというお話であれば、それはそれで、エリ

アの状態を示せばええわけやね。男の人は入っていないわけやから、女の人ばっかりなの

で、それを含めてどうかという計算をされるとちょっとややこしくなるけど、資料として

出すというふうなら出してもらったらいいと思うんやけど。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 これは、各委員同士で意見もちょっと分かれるところもあるのかなと思うんですけど。 

 

○ 中川雅晶委員 

 この数字を見させていただくと、係長クラスはもう、先ほどおっしゃったように半分近

くになって、課長補佐、課長級に上がっていくとこれは差がついてくるというところが、

医学部の、この間、恣意的に男性のほうを優遇していたんじゃないかなという構図とよく

似ているというふうになるところがちょっと課題なのかなって僕は思うんですけど、例え

ば育休であったりとか長時間労働であったりとか、そういうところに対応できるように、

課長職以上がどうしても、同じ能力やったら課長を男に任用しているとかということが、

やっぱりこれからなくしていかなきゃいけないというところが今後の課題かなって思いま

すので、本当に小林委員がおっしゃったように、女性の方のほうが能力で言えば優秀な方

が多いのかなって肌感覚でみんな感じていると思うんですけど、ぜひそういうところへ、

例えば庁内調整会議の中でどれだけそういうことを、やっぱり意思決定者というか人事課

とちょろちょろ話しているわけじゃなくて、わざわざ男女共同参画課の中には庁内調整会

議というのがあるので、そこでどれだけのことを言っておられるのかというところはお聞

きしたいなと思います。どうでしょう。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 これ、ちょっと資料のつくり方のまずさもあると思うんですけど、だって、要は今、係

長が課長補佐になるために何年かかるのかあれなんですが、何年か前の係長の男女比率が



 - 64 - 

わからないと、今の中川委員の発言の内容というのは根底が変わってしまいますので、資

料のつくり方がどうなっているのか、ずっと通例的に係長級については半分程度になって

いたものが、ふるい落とされて33％まで下がってしまうものなのか、実は課長補佐が係長

の時代には３割程度だったものなのかというのが見えないので、そのあたりも含めてちょ

っと、今の中川委員の質問に対して答弁いただけますか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 確かにこれ、全職員の構成比ですので、一般職で例えば係長をしておった人が、３年後、

４年後に補佐になって課長になっているというような形の推計ではないので、それが男女

比が一般職であるのかないのかというと、この表だけではちょっとわからないので、もう

少しそれはきちんとつくり直さないと、正確に、本当に差があるのかというのがわからな

いというのが今のところです。 

 これはちょっと人事と、どこまでそういうのが出せるのかを含めて、そういった表の分

析はせなあかんかなというふうには思います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 中川委員、続けていただいていいですか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 こういう男女共同参画という議論からもう大分――男女雇用機会均等法ができて、昭和

58年やったか昭和59年やったかもう忘れましたけれども――もうかなりの年月がたってい

て、一般職の比率も女性のほうが多い――だけで見ればですね――というところで、もう

そろそろ均等化されて、この辺も、今、言ったクオーターの25％の目標ぐらいはもうクリ

アはとっくにされていても全然おかしくないということを前提にしなければやっぱりなら

ないと私は思います。 

 だから、やっぱりおくれているのはおくれているんですよ。その認識のもとでやっぱり

庁内調整会議の中で、先ほども副委員長がおっしゃったように、クオーター制度にすると

なったら、またそれはいろんな課題があるんですけど、自然とそういうことになっていく

ということがいいのかなと思うし、能力的に見ても別に、そんなに、逆に言ったら女性の

方のほうが能力が高いというふうに係長クラスでもって思うし、同じ課長補佐でも女性の
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方のほうが優秀なのかなって私たちはそう感じることが、私は個人的にはそう思うことが

多々ありますので。 

 となると、能力の問題ではないということになってくると、そういう構図もあるんなら、

そこをやっぱり打破していかなきゃいけないんじゃないですかというところを言っている

だけの話で、そのためには庁内調整会議というのがあって、人事課とかというだけの話で

はなくて、やっぱりそこの中でしっかりと言う義務、責務があるんじゃないですかと言っ

ている。そこに、じゃ、どういうふうに庁内調整会議で何回開かれて、どういうことをち

ゃんと意見されているのかどうか、じゃないと、市民文化部の中にある男女共同参画課の

意義はないのかなと思いますので、その辺はどうですかって聞いているんです。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 どなたが答弁されますか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 直接的に人事、女性登用にかかわるかどうかはわかりませんけれども、庁内調整会議の

場でも、例えばワーク・ライフ・バランス、それから職員の育休取得の推進についてとい

うことで、人事課のほうでは、子育てハンドブックを改訂したりして、男性も女性も育休、

育児休業を取得しやすいように、所属長も対象の職員からヒアリングをした上で、育児休

業の計画書をつくって、それに基づいて所属長もヒアリングをするというようなことで、

調整会議の場でもそのような話は出ております。 

 直接、女性職員の登用ということではありませんけれども、ワーク・ライフ・バランス

という意味で、女性にとって働きやすい職場、例えば育児休業でキャリアを途絶えさせな

くて、ちょっとお休みをしてもまた継続していけるというような、そういうことを支援す

るために、子育てハンドブックというのをつくって、各所属長や、それから対象者に配布

したりしております。 

 女性にとって、どうしても育児とかは避けて通れないところ――男性も同じですけれど

も――ですので、女性にとって働きやすい職場づくりというのは、男性にも同様働きやす

いところですし、今後、介護とかも予想されることもありますので、そういうことで仕事

とうまく両立させて、スキルへのノウハウとか継続的に仕事していける、意欲を持ってや

っていけるような、そういう働きかけをするということで、庁内調整会議でもお話はさせ
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てもらっています。 

 

○ 中川雅晶委員 

 ワーク・ライフ・バランスも、育休とか働きやすい環境づくりというのも、そうすると

大切ですけど、でも、直接やっぱりこういう実態であるということを言っていく。きっち

りと意思決定者に現状を把握してもらって、どこが課題なのかって――その課題のために

は育休の問題とかということはあるとは思うんですけれども――そこをもっと言っていた

だくということが大切な、ここのせっかく掲げられているのであれば、そういうところが

大切かなと。じゃないと、民間企業に対して、それはなかなか説得力がないでしょう、足

元が。いやいや、民間企業やと言われても、おたく、市役所がこんな実態でどうやってう

ちに言えるんですかと、民間企業のほうが高いところだってあるかもしれないですよね。 

 それは、だから、庁内は庁内、足元としてしっかりと、やっぱりここの庁内の男女共同

参画の流れをしっかりとつくっていくというところで重要なポジションじゃないですかと

いうふうにお願いしているので、ぜひ庁内調整会議というのも、ここが主導的にしないと

なかなか動かないんじゃないんですか。例えば回数の問題にしても、内容の問題にしても、

どんどんこちらがアグレッシブにしなければ、庁内調整会議なんて意味のない会議になっ

てしまいますので、そこをぜひもう一回、庁内調整会議というのは何のために、男女共同

参画課以外にそんな庁内調整会議なんかないわけでしょう。あんまり聞かないですよね。

せっかくある会議体であるならばしっかりそれを活用していただくというのが、庁内にお

いては重要な会議体じゃないですかねというところで、ぜひそういうところも責務として

担っていただきたいなと思いますので。 

 部長、いかがですか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 私どもこれ、もう少し分析をきちんとして、それで、その中でこういった市の状況があ

るという中、人事当局ともすり合わせをせなあかんですが、それをしてさっき中川委員に

もおっしゃっていただいたように、そういう状況の中で、庁内調整会議でこんな状況でど

のようにしていくのがええのかというようなことは調整をしていきたいなと思います。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 ちなみに、職員採用試験って受験番号があると思うんですけど、履歴書と回答を照らし

合わせて見ているんですか、それとも、記述試験については受験番号と答案用紙があって、

それをチェックしてふるい落としをしているんですか、ちなみに。 

 また、今わからなかったら、今度教えてください。その時点で例えば男女で箱の中で分

けているんやったら問題ですし、がさっと来て、ただそれが本当に今どき行われていない

のかどうかの確認、さっき言うていた医学部の話なんていうのは女性の点数というのを一

律で下げておったわけですから、そういうことがあるのかないのかというのが、もしきち

んと試験制度がどうなっているのかというフローだけ、また後日で結構、皆さん必要ない

んだったら私だけいただきますので、私のところに送ってください。 

 

○ 豊田祥司委員 

 資料のほうで、16ページの（４）女性職員の職域の拡大に努めているというところで、

平成29年度、平成30年度、26か所というところで広がっていなかったという部分もあるん

ですけれども、これは分析として、教育段階、学校卒業した段階からそういうふうに、理

系とか文系とかそういう比率でこうなっているのか、それとも、働き方が女性にとって働

きにくいからこうなっているのかとか、その辺の分析というのはどのようになっているん

ですかね。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 女性がいない職場、26か所につきましては、都市整備部とか、それから上下水道局の技

術部など、技術職員の職場が多うございます。全部ではございませんけれども、あと清掃

事業所とか検査室など技術系のところが多くて、ほかには、総務部でも職員が少人数２人

くらいの所属になりますと、必ずしも半々でということがなかなか難しいというところで

あるんですけれども――職員の数が、技術職と一般職と分けていないのでわかりにくくて

申しわけないんですけれども――女性の職員がいない所属は、現在、技術職の職員が少な

いものでこうなってしまっているというのが現状です。 

 

○ 豊田祥司委員 

 そうなってくると、教育の部分からという部分も大きいのかなというのもありますので、
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なかなかひっくり返していくのは難しい部分もあるかもしれないんですけど、逆に、女性

しかいてない課というのはあるんですか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 済みません、数はちょっと確認をしておりませんが、例えば保育園とか、それから市立

病院の看護部などは、女性しかいないところが多い所属となります。一般行政職の中では

ないですね。 

 

○ 豊田祥司委員 

 採用に関しては、教育と部課に関しては密接しているなという思いもありますので、そ

の辺のところも変えていかなければならないのかなという感想です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ほかに、男女共同参画課に係る部分でございますか。 

 

○ 中川雅晶委員 

 女性相談事業の中で相談を見ると、ＤＶの相談が例年、大体2100件から200件、300件弱

ぐらいあるのに、平成29年度は1453件と、少ないのは喜ばしいことかもしれないですけど、

少なくなっているというところの何か原因であったりとかを認識されているところ、これ

は相談員の方、１名増員して、今、４名体制になっているんですかね。なっていて、ＤＶ

の相談が――ほかの夫婦関係の相談とかというのは例年とそんなに変わらないかなと思う

んですけど――ＤＶの相談が減っているというのは何か原因があるんですかね。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 平成29年度、ＤＶの相談が、確かに数字的には800件ほど減っております。これは、Ｄ

Ｖが減ったのかというとそうではないと思っておりますが、例えば家庭児童相談室で児童

虐待の相談件数でいきますと平成29年度はふえておりますので、必ずしも女性のＤＶが減

ったということではないと思うんです。 

 ただ、女性のＤＶは児童の虐待とはちょっと違いまして、周りで監視したり通報したり

ということができない、そういうことではないので、本人がＤＶを受けましたという、本
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人の意思で相談に来ていただくということになっていますので、手を挙げて相談してくる

人が少なかったということで、ＤＶが少なくなったというふうに判断はしておりません。

女性が自分で解決できる能力が出てきたって言い切れないところがあるんですけれども…

…。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 想像ではなくて、今確認しているのは社会的要因等で、減少の何か、減少したことの理

由をつかんでいますかという質問ですので、つかんでいないなら、つかんでいないでいい

と思います。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 つかんでいません。 

 

○ 中川雅晶委員 

 今の話の中で、やっぱり恐れるのは潜在化をしているのではないかなというところと、

あと、もう、そもそも例えばＤＶの相談をしても、期待できるような解決に至らないとい

う、期待をされなくなっていることなのか、ちょっとこれだけ減っているのはどう考えて

もＤＶが減っているというようなことがなかなか考えにくい中で、相談が減っているとい

うところは少し分析してもらわなきゃいけないですよね。 

 やっぱり相談しやすいような体制になっているのか、少なくとも、でも、人数もちゃん

と増員して、体制としてスーパーバイザーもちゃんと入れて、相談体制としては数年前に

比べたらよくなっているはずなのに、ＤＶの相談が減っているというのはどこに原因があ

るのかって。本当に数が減っているのであれば、ＤＶ自体が減っているとかであればいい

んですけど、どうもそうではないとなると、ちょっと分析が必要なのかなと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、続けて、いいですかね。男女共同参画プランよっかいちの平成28年度の事業進捗

状況報告書を少し読ませていただいた中で、委員の方がいろいろ指摘されている中におい

て、例えばさっきの相談員のところで言えば４名体制になっていて、プラス、ケース検討

会議の開催数が減少しているとか、できるだけ細かくそういう中でのケース検討であった

りとか分析であったりとかしてくださいねというようなものになっていたりとか、指摘を
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されたりとか、それから、ＤＶを許さない意識づくりの手法として講演会が開催をされて

いるが、講演会にこだわることなく、例えば意識を広めていくサポートを育てるなら別の

手法も検討していくべきじゃないかと。講演会とか、そういう啓発活動ばっかりではなく

てもう少し具体的に進めていくべきではないんかなと指摘をされていたりとか、数点いろ

いろ指摘をされている部分はあるんですが、こういった男女共同参画プランよっかいちの

事業進捗状況の報告に基づいて、平成29年度は改善されたりとかというのはあったのかど

うか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 ＤＶの講演会ではなくて、これとは別に違うところに載っているんですけれども、デー

トＤＶ予防講座というものを実施しております。 

 幼少期、保育園、幼稚園のころは男女平等教育と言っていますけれども、小学校、中学

校、高校になって、デートＤＶ予防講座ということで実施しておりますが、デートＤＶ、

男女平等教育の講師は、こちらで講師養成講座をいたしまして、講師養成講座を卒業した

方がつくっているグループで担当していただいております。その方々のフォローアップと

いいますか、講師としてよりいい講座をしていただくために、毎年フォローアップ講座を

実施しておりまして、ちっちゃいころからＤＶを許さないということで意識づくりが大事

という考え方に基づきまして、フォローアップとしてはそういうところに力も入れている

ということです。 

 

○ 中川雅晶委員 

 それに限定しただけの話ではなくて、私は、わざわざ審議会の委員に集ってもらって進

捗度合いとかというのを１回ないしは数回協議してもらって、最終的に審議会による評価

というところで、総括評価とか各それぞれの重点課題とか項目に応じて意見をいただいて

いるわけですよね。 

 僕はそれは一つ、とりあえず言っただけの話で、それだけのことだけではなくて、もっ

と言えば、例えば男性の家事、育児、介護等への参画というところで、市職員における男

性の育児休業取得人数を目標値に掲げられているんですけど、その目標値でいいんですか

と。本来はここのだけではなくて、それはモデルケースとして市を掲げるのはいいですけ

ど、目標としては、ほかの市内の事業者がこういった、浸透させるというところが目標で
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はないですかという指摘とかをされているわけですよね。それに応じて平成29年度以降の

取り組みとか何か――全てが全てなかなか形にできるものはないかもしれないですけど―

―何らかの形、意見を受けて、例えば平成29年度、平成30年度に何らか取り組みをされた

ものがあるのかないというのを確認する。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 済みません。ちょっと答えがおかしかったです。 

 毎年、このプランにつきましては進捗報告をいただいておりまして、評価もしていただ

いています。今年度、男女共同参画プランよっかいちの中間見直しということで、今、作

業中でございますけれども、その中に平成29年度に実施いたしました市民意識調査ととも

に、今までの進捗報告というか評価を反映させたものにしておりまして、今、プラン、ま

だ確定はしておりませんけれども、新規事業としましては、ワーク・ライフ・バランスの

中で女性の活躍促進ということで、各分野で活躍している女性たちと意見交換会を実施と

か、ロールモデルの紹介をしようということであったり、それから、参画カレッジたくさ

んやっていますけれども、自分のところだけではなくって、積極的に地域に出ていってや

りましょうということで、そういうことも次期プランの中に入れていこうということでや

っております。 

 

○ 中川雅晶委員 

 報告であったりとか審議の中でいただいた意見とかというのを、やっぱり可能なものは

していかなきゃいけないですし、これも、こなすだけの仕事ではなくて、見直しの中に、

しっかりと見直しをしていかなきゃいけない部分もあったりとか、時代の要請的なものと

かもありますよね。ワーク・ライフ・バランスなんかは、働き方改革とか言われている中

において、千載一遇のチャンスといえば千載一遇のチャンスでありますし、平成28年度の

報告に載っていますけど、介護離職の問題とかというのも指摘されているんですよね。そ

れも大きな社会問題になってくるし、また、おひとり様の問題だって、これからますます

高齢化社会が進展して独居世帯がどんどんふえていく中においては、いろいろまた違った

社会の側面として取り扱っていかなきゃいけない課題とかというのはありますので、ぜひ

せっかくの審議会を最大限活用していただいて、審議会からいただいた意見をやっぱり最

大限この計画の中に盛り込み、また中間見直しの中において、ちゃんと見直し問題やった
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らしっかりと見直すという作業と、それから、それを受けて庁内調整会議でしっかりと意

思決定者というか、二役等にそれを伝えていくというのが、それをもとにしてまた意思決

定をするわけですから、重要な仕事であるということをやっぱりそういうサイクルをぜひ

回してもらわないと、男女共同参画社会というか、四日市が男女共同参画に立ちおくれる

ということがあってはならないので、ぜひその辺頑張っていただかなきゃならないなと思

うので、最後、決意だけで結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 委員言われる、おっしゃるとおりやと思っています。ワーク・ライフ・バランスもそう

ですし、女性の活躍ということで、今度のプラン、策定、見直し中のプランの中にもいろ

いろ新しい事業も盛り込みましたし、新たな課題というのも出てきておりますので、そこ

のところも十分認識した上で、プランの中には盛り込みをしていきたいと思っております

し、事業を進めていく中では、関係各課とも十分調整した上で取り組んでいきたいと思っ

ています。 

 

○ 中川雅晶委員 

 よろしくお願いいたします。 

 先ほど言ったＤＶの相談件数の件だけは、またちょっと精査いただきますようにお願い

しておきます。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それは資料の請求で、この審査にはかかわらないということですね。ということでまた

分析をかけてください。 

 ちょっと１件、相談のところに関連して、私から、ＬＧＢＴに係る相談というのは平成

29年度、あったでしょうか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 平成29年度はなかったですね。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 ちなみに、相談を受け付ける窓口としては、男女共同参画課が適な場所なのか、全然違

う場所が相談窓口として適なのかというのは、どこになるんですか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 ＬＧＢＴの方の相談で、当事者が自認する性が女性であって、女性としての悩みという

ことであれば、私どもの女性相談にもかかわることはできるんですけれども、男性とかそ

れ以外のものですと、県のほうにＬＧＢＴの相談窓口がございますので、そちらを紹介し

たりしております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 男性の相談窓口もつくってもらいましたよね。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 電話相談の窓口ですね。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 その窓口に、ＬＧＢＴの人が来るというのは適なんですか。 

 

○ 中村男女共同参画課長兼男女共同参画センター所長 

 今のところ事例はございませんし、場合によっては男性としてのご相談ということであ

れば受けることは可能かと思うんですけれども、ただ、ＬＧＢＴであって性転換手術をし

たいけどどうしたらいいとか、そういうような専門的な話になりますと、こちらでは受け

られないということになります。それは男性も女性も同じです。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それはトランスジェンダーの話だと思うんですけど、例えば強姦罪だって、強制性交等

罪と名前が変わったり、国の動きだとか県の動きなんかもさまざま動いてきているので、

相談に来た方が迷子にならんようにだけ整理をかけておいてくださいということをお願い

して、私のＬＧＢＴに関することは終わりたいと思います。 
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 他に男女共同参画課に係る部分、ございますか。 

 

○ 小林博次委員 

 男女共同参画社会、課をつくってやるんだけど、どれぐらいで、どれぐらいの時期に共

同参画社会を実現するというところに目標を置いておるのか。ちょっとその辺がわからん

のやけれども。 

 何でこんな質問するかというと、例えばＤＶを、デートＤＶとか、それを例えば取り上

げて、相談して解決するのかどうかわけわからんけれども、そうやっておくと男女共同参

画社会に行き着くんかということは個人的に疑問に思っているわけね。全然入れていない

市町村もあるわけや。それはそれで社会問題として取り扱っている。 

 性的マイノリティーの問題まで取り上げて、女の人を男の人と同等に差別のない社会を

つくろうかと言っておるのに、男の格好しておるけど女やったわと、こんなのまで入れ組

むとすると、それはどっちかでやっていかんと、こんなの決着つかん話になると思うんや

わな。だから、本論をどれぐらいで完結させようとしているのか、そのために何をやろう

としているのかというのを出してこんと、ここの方針を見ていくと、日本中、金太郎あめ

になっておるけれども、四日市の実態と全然関係ないんやないのというところも実は見受

けられる。 

 だから、男女共同参画だから、女性の差別をなくして男女が共存できるような、そんな

条件をつくるために何をするのかと。例えば、幾ら社会的地位を上げようと、何をしたっ

て、能力がある女性が働ける職場がなかったらならへんのやでな、これは。 

 そうすると、あなたがたの方向としては、社会の中で女性が活躍できる、そういう場面

がこれくらいないとあかんよぐらいの提案が、実は学者を入れてやるんなら欲しいわけ。

これ、専門家入れて出てきたやつが、どこかのやつの見て書いたのと変わらへんわけや、

こんなの。そんなことやっておってもだめやから、例えば桑名市とか、独自の方針を出し

てやっておるところもあるわけやな。やっぱり置かれた現状を正確に分析して、難しいけ

どやっぱり方向を出していく必要があるのと違うかなと個人的には思っておるので、だか

ら、可能な限り金太郎あめみたいな方針が要るんなら、それはそれで容認をしていくけれ

ども、加えて、やっぱり独自でこういうことをやるということは、方向を出してほしいと

思うんやわね。 

 だから、本来なら課長ではできやへん仕事なんや、こんなのな。そやろう。部長か副市
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長級でいないと、ここに言えやへんやん。言うたって聞いてくれへんやん。お願いします

と言うだけやろう。かなり力を入れて、課をつくったということは力と入れてやるという

ことなんやけど、課だけでは言うことは聞いてくれへん、大体。 

 だからその辺は、やっぱり、もうちょっと地位を向上させてもらうとか、副部長ぐらい

にさせろとか何か言わんとなかなか難しいと思うんやけど。取りとめのない話やけど、や

っぱり独自の方向、方針をもうちょっと正確に出してほしいな。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 組織機構にかかわる話でもありますし、市民相談の窓口というのは市民文化部の中には

入っているわけで、そういう意味でいうと、受けなきゃいけない。ただ、それをどの担当

課が所管するのかという話のところですので、こういった意見もあったということで、記

憶いただいて今後の運営なり総務部のほうに投げていくときに、所管割りを変えてくれ

等々の参考にしていただいたらどうかと。この程度に、小林委員、とどめさせていただい

てよろしいですか。 

 

○ 小林博次委員 

 小さくなり過ぎやけど、まあ、ええか。 

 

○ 豊田政典委員 

 私も同じ方向で意見を申し上げておきますが、最初のほうに議論した管理職の登用比率

とかいう部分ね。僕が改めてまとめてもらった平成29年度の取り組み方針には、このよう

に書いてあるわけ。互いの個性を認め合い、ともに支え合って暮らすことができるよう、

市民一人一人が男女共同参画社会の実現を目指す。だから、例えば人事的な壁にぶつかっ

ているという実態が前半で見えてきたわけですよ。これは言葉の使い方もありますけど、

それがなかなか市役所の中でも反映されていないという壁が見えているので、これは具体

的に実現しようと思ったら、何らかの改善が必要だというのが一つ。 

 それから、先ほどから出ているような、守備範囲を僕は限定すべきやと思っています、

男女共同参画。これを、女性に特有のとか性にかかわるところまで広げ過ぎると、何が何

だかわからへんしというところがあって、やっぱり課の守備範囲というのはそんなに広げ

ないほうがいいなというのと、いつか終わらなければいけない。目標達成できた暁にはね。
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いつまでもやるものじゃないと僕は思っていますから、私の意見として聞いておいていた

だければと思いました。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 所管のあり方についてというところで、ご意見をいただきました。 

 他にございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ないようでしたら、男女共同参画課については一旦あれさせていただいて、後ほどご意

見がある方はおみえになれば。もう１時間たちましたのでここで休憩をとらせていただき

たいと思いますが、この先、現在、議論している市民課、あさけプラザ所管部分、ほかの

男女共同参画課以外の部分。 

 ここについて質疑がある方、どのくらいみえますか。お一人、長い、短い。わからない。

じゃ、休憩しましょう。 

 休憩は45分までといたします。２時45分再開です。 

 

                                １４：３３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：４５再開  

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、会議を再開したいと思います。 

 先ほどまでの追加資料にありました男女共同参画について意見を多々いただいてきたと

ころでございますけれども、それ以外の部分についても集めてまいりたいと思います。じ

ゃ、どこがあるのというと、あさけプラザの部分と市民課の部分がございますので、ご質

問がございます方は、挙手にて発言をお願いいたします。 

 

○ 豊田政典委員 
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 遅くなりましたが、追加資料ということで、１年間総括というのをお願いして、後半３

課もまとめていただいたことはありがとうございました。 

 その中の追加の７ページですけど、市民課に少しだけ聞きますが、市民課といえば窓口

業務中心なので余り創造的な課題というのはないかと思いながら、８ページで主要課題、

今後の方針というのをまとめてもらった中で、当たり前のことですけど、各窓口で個人情

報の保護や虚偽等の不正防止を徹底かつ円滑かつ的確に処理するようにやっていくんだと

いうことなんですけど、これは課題として挙げてもらったということは、１年間の中身は

どうだったんでしょう。個人情報に関する問題とか不正届け出、また円滑でなかったとか

不的確だったとか、そういう集計、統計というのは紹介していただけませんでしょうか。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 市民課の伊藤でございます。 

 こちらにまとめさせていただきましたのは、課題ということで一つ挙げさせていただい

たことについて、豊田政典委員からご質問いただきました。 

 平成29年度は、特にトラブルや問題になったことはございませんでした。 

 

○ 豊田政典委員 

 結構なことでしたということですね。 

 それから、その次の段落、外国籍住民の各種届け出について、迅速な対応、待ち時間の

短縮につなげる、これは実態はどういうことなんですかね。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 伊藤でございます。 

 まず、少し長くなったらごめんなさい。戸籍の届け出につきましては、人口比と同じぐ

らい外国人の方の届け出というのはそんなに極端に多いわけではございませんが、国籍に

よっては戸籍の届け出の受け付けの時期が非常に複雑になってまいります。例えば日本で

も、公務員だと年齢が幾つとか制限がありますし、子供の文字で使える文字とか、戸籍に

ついてはいろんな要件がありまして、各国から本国や領事館から出された要件具備証明書

というのをつけていただいた上で、うちもいただいてそれを頼りに審査などをしてはいる

んですが、初めて見た書類については、みんなで相談をし、いろんな本を調べて、わから
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なければ法務局に聞いてというようなことを繰り返しておりますので、そのあたりの勉強

をこれからしっかりやっていかなきゃいけないということで、課題で出させていただきま

した。 

 

○ 豊田政典委員 

 初めて見た書類とか、そういうのちょっと意味がわかりませんし、全体的には、待ち時

間の前の対応時間、それから、待ち時間というぐらいですから自分の順番を待っているん

ですよね。その実態をもう少し詳しく教えてください。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 今の戸籍のほうを申し上げましたけれども、もう一つ少しお話ししますと、住民の異動

届というのがありまして、転入、転居、転出を少し、私、４月から来ましたので、４月以

降の実態を調べましたところ、外国人の人の異動、今申し上げた異動届が、大体全体の

22％とか24％ぐらいを占めるということで、大変人口比率に比べると多くなっています。

実際、かかる時間も、非常に簡単な日本人の転入届に比べると、書く書類とか在留カード

の手続とかで、多い場合は2.5倍ぐらいの時間がかかるというような、外国人の方の例え

ば国外からの転入届、そういったようなこともありますので、職員が上手にコミュニケー

ションをとるとか、記載をかなり丁寧にご案内するとか、少し受け付けの手順などもきっ

ちりとして、少しでも窓口にかかる時間を少なくすると、それが課題だと思っております。 

 

○ 豊田政典委員 

 ４月から伊藤課長、来られたということで、初めて来て、感じた課題でもあると思うん

ですよ。こんなに時間がかかっているのかと、これはまずいなということだと僕は受けと

めましたので、新しい視点で改善できる方法をぜひ探っていただいて、伊藤方式を導入し

て、短縮に努めていただくことを期待しておきたいと思いました。 

 続けて、あさけプラザもまとめてもらいました。 

 あさけプラザ、これで結構なんですけど、せっかく来ていただいたので一つぐらい聞か

せてください。 

 あさけプラザというと、ここに書いてもらったように、施設管理と貸し館、それから自

主事業、そういうものかなという認識しか、ごめんなさい、私にはないんですけれども、
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その下の課題のところ、地域の文化団体等と協働しというようなことが書いてある。あさ

けプラザが目指している方向性の中に、住民と協働して何かをつくり上げていくとか活性

化させるとか、そういう方向性があるのかなと思って改めて気がついたので、考えておら

れること、やってこられたこと、やっていこうとしていることをご披露いただけるとあり

がたいなと思いました。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 あさけプラザにつきましては、建設当初から、四日市市と３町、広域複合コミュニティ

施設ということで、住民の方が触れ合いと語らいの場として利用していただこうという理

念を持って運営を今までしてきております。 

 

○ 豊田政典委員 

 広域複合施設ということは余り深く考えたことがない、申しわけないですけど。だから、

今言ったように、施設があって、ただの出先機関ではないし、貸し館だけでもない、自主

事業もやるし、加えて、住民とのかかわりが何か重要な要素であるのかなというところを

ちょっと教えてほしいなと思って。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 あさけプラザの運営協議会というのも持っておりましてして、団体、それから利用者、

それから行政、３者の合同の協議会を持っておりまして、その中でもさまざまな意見を頂

戴して、自主事業あるいは貸し館状況について、あるいは図書館、老人福祉施設、保健福

祉施設等の運営についても協議をしていただいて運営を進めておりますが、答えになって

いますか。 

 

○ 豊田政典委員 

 それで、平成29年度はその点についてどうだったのか、それで課題があったら平成30年

度以降はどうしていくのかというのが、いやいや、もうこれで100％と言うのか、課題が

あるのか、そこを聞きたい。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 
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 平成29年度は２度、運営協議会をしておりますが、引き続き自主事業についてもあるい

は貸し館事業についても、利用率が上がるようにというようなお声をいただいて、それに

目標を置いて運営はしておりますが、特に大きな課題というのは、協議会の中では認識は

しておりません。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 関連ですか、小川さん。 

 

○ 小川政人委員 

 貸し館の予約申し込みが、１カ月前からか２カ月前か、３カ月か。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 ホールについては半年前で、会議室等の集会室等々は３カ月前としております。 

 

○ 小川政人委員 

 それで、早くから順番とるのに待っておるとかそういうのは、今現状はどうなっておる

の。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 毎月１日が申し込みの開始になっておりますので、どうしてもここをとりたいという方

は、前日に順番をとっていただくという形で、並ぶというか敷地内に待機していただいて

おるという状況です。 

 

○ 小川政人委員 

 徹夜で待っておるということ。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 そういう方もみえます、順番で。 
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○ 小川政人委員 

 それって、もうちょっと工夫できやんのか。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 私も何とかならないかと日々思っておるんですけれども、済みません。善処していきた

いとは思います。 

 

○ 小川政人委員 

 例えば、来てくれたら順番に整理券を渡して、それから、整理券の人から順番にくじを

引くとか、そんな一晩待っておって、それで待っておる人に今度は差し入れを持っていっ

たり、何かホールなんかを使う人やったら大変なことをやらんならんで、その辺スムーズ

に、待っておって一緒のことでしょう。待っておって順番に抽せんか何かするわけでしょ

う。だから、先に来た人から整理券を渡しておいたら、もうそれは待っておらんでも次の

日に決めるときにできるとか。 

 

○ 山下市民文化部長 

 多分、それで抽せんになるとどうしても困る人がおると思うんですよね。絶対、その日

をとりたいということなので、もう早くから並んでどうしてもその日を押さえやんと、抽

せんでよければ整理券を渡しておいて来てくださいねという話なんですけど、どうしても

その日にやりたいという人がおる場合は、やむを得ずそうしないといけない。かなりそこ

が苦しいところだと思います。 

 

○ 小川政人委員 

 ちょっと待って、早うから並ぶということは、並んで待っておるか、早う来た人から番

号の札を渡したら、それで済む話であってやな。時間は決めておけばええやん、最初の。 

 

○ 山下市民文化部長 

 その時間までに並ぶということ。どっちにしても並ぶ人は出てくるわけですよ。スター

トが決まっておってもどうしてもそこの時間までには並ぶことになる。 
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○ 小川政人委員 

 例えば、前の日の夕方５時やったとしたら、次に。 

 

○ 山下市民文化部長 

 ５時までにだーっと並ぶ。一緒ですよ。 

 

○ 小川政人委員 

 ずーっと、エンドレスか、それは。 

 

○ 山下市民文化部長 

 時間を決める以上は……。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 体育施設の特別申請みたいな内容には合わないわけですか。並ばれる方たちの申請内容

というのは。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 公の施設、公の団体とかがとる場合は優先というような順序もさせてもらいますけれど

も、普通に一般の利用者はやっぱり足並みをそろえてということになっていますので、そ

のようにはさせてもらっております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 特別申請ができない理由というのは、条例か何かで定めているわけですか。１カ月前に

予約というのは条例によるんですか。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 条例によって、申し込み団体というのは設けております。決めております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 四日市ドームなんかだと、前年の11月に集めますよね、特別申請は。そういう特別申請
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の形を、小川委員が言われている、並ぶ人がどういう案件で並ばれているのかわからない

ですけど、特別申請で申請して抽せんをかけるということをすれば、言われているような

ことは一定回避されるような気もするんですが、特別申請というのは手続上ないわけです

か。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 市等と公共団体が使用する場合、特別申請というのを受け付けています。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 公共団体に限っているわけですね。 

 済みません、小川委員、とめてしまいました。 

 

○ 小川政人委員 

 どこかもそうやったんだけど――それが並ぶのがなくなったところ、たしか市の施設で

あったと思うんやけど――幾ら早く行っても、そのやり方でいくともっと早う来た人がお

ったら、もうとれやへんのわな。とれやんと、次の第１希望から第２希望、第３希望って

変わっていくんやで、やっぱり抽せんで第１希望、第２希望、第３希望でもええんと思う

んやけどな。そのことのために一日棒に振ってやっておるというのは何か異常、余りにも

知恵がなさ過ぎるなと思って。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 小川政人委員 

 それを楽しみでしておるの。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 小川政人委員 

 そんなんやったら余計に金が要る、市の施設でダフ屋みたいなことをするのと一緒やな

いか。それは余計にあかんで。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 予約のとり方については一度検討が必要だというのが、多くの委員の意見かなというふ

うに思います。各地区市民センターでもよく似たことが行われてはいると思うんですが、

今回はあさけプラザに限った所管になっていまして、例えば楠交流会館とかも午前中に終

わってしまっていますので触れられないところなんですけれども、多分同様のことが楠交

流会館でも行われていると思うんですよ。これについては、考えていかなきゃいけない課

題ということで、今、多分、小川委員、答えは出ないと思うんですけれども。 

 

○ 小川政人委員 

 ちょっとこれ、何年かやで、何年か前から文句を言っておったけど、全然直らんで、何

か考えやんとあかん違うかな。非生産的やな。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 私もそう思います。 

 

○ 日置記平委員 

 小川案を出してやってくれ。あんたの案を。 

 

○ 小川政人委員 

 ほやで、抽せんでと言っておるやないか、どっちでも必ず第一希望をとれるというわけ

じゃないんやから……。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 よろしいでしょうか、小川委員。 

 

○ 日置記平委員 

 研究してもらうだけや。 

 

○ 樋口龍馬委員長 
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 研究をしていただくということで。 

 

○ 中川雅晶委員 

 有料施設の利用率で、平成28年度が有料施設の利用率が61.7％で、平成29年度が58.9％

って報告いただいているんですが、有料施設利用件数で見ると平成28年度は6349件で、平

成29年度が6588件になっているんですね。件数はふえているんですけど、この利用率は前

年よりも下がっているというのは何か。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 平成29年度４月から第２小ホールというのを供用開始しまして、その分、こま数という

か利用可能数がふえております。なので、利用数も上がっているんですが、それを割った

全体の利用可能こま数もふえているので、パーセンテージは下がってしましました。そう

いう原因です。 

 

○ 中川雅晶委員 

 分母がふえたのでパーセントが減ったということですね。それはわかりました。 

 あと、行政コスト計算書で見ると、あさけプラザの経常収益、主に多分貸し館であった

りとかの収益、収入、計上収益が1827万6000円で、受益者負担率が11.08％というのがあ

さけプラザなんですが、この数字はどう捉えるというか、どういうふうに評価されている

のか。 

 ちなみに文化会館は27.78％で、これは当然高いなというのがありますし、同じような

ところで見ると、楠福祉会館が10.38％という受益者負担率、楠ふれあいセンターが

8.22％という受益者負担率なんですけど、あさけプラザの11.08％というのはどういうふ

うに評価されていますか。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 貸し館事業については、利用者の方から受益者負担ということで利用料は頂戴しており

ますので、それに加えて、利用率のほうも目標を達しておるというか、稼働も順調かと思

っておりますので、一応、コストについてはこの数値が適しているものではないかと捉え

ております。 
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○ 中川雅晶委員 

 私は、測定単位というところで、年間の延べ来館者数が49万6449人であるならば、もう

少し例えば有料施設の利用率を上げることによって、経常収益を上げるという努力はして

いかなきゃいけないのかなって思うんですが、その辺はどうですか。分母がふえたとはい

え、大体例年60％前後で推移してもう定着しておるんですよね。これを例えばもう、２％、

３％、５％上げていくという努力は必要ではないかなと思うんですが、どうでしょうか。 

 

○ 矢田あさけプラザ館長 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりと私も受けとめております。まだあいている

部屋もあるということは努力する余地はあるということと思いますので、引き続き努力し

ていきたいと思います。 

 

○ 中川雅晶委員 

 努力してください。よろしくお願いいたします。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ないようですので、質疑をこの程度にとどめたいと思います。 

 それでは、委員間討議についてあれば集めたいと思いますが、ございますか。 

 よろしいですか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 さっきの小川委員の順番待ちのやつ入れなくていいですか。順番待ちのやつ。 
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（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 じゃ、例えば、小林委員、今の抽せんでというのはどう思われますか。 

 

○ 小林博次委員 

 いやいや、抽せんでやって、それで欲しいところとれやんからそれは困るって、またも

とへ戻って、この繰り返しをずうっとやっておる。 

 

○ 小川政人委員 

 抽せんでやったときもあるやろう。 

 

○ 小林博次委員 

 あの以外の場所で。例えば、ドームだとかいろいろなところの順番待ちがあるので、文

化会館もそうやしね。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 討議こそなっていないですけど、思いは委員会としてはある程度集約されている部分な

ので、予約のあり方についてということで、委員間討議で扱ったという扱いに変えて作成

をかけていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、そのように取り計らわさせていただきます。 

 討論ございますか。 
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（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、ただいまより採決に移ります。 

 議案第25号平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会

計歳出第２款総務費、第１項総務管理費中関係部分、第３項戸籍住民基本台帳費について

の審査を行います。 

 本件について、決算を認定することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 異議なしと認めます。よって、本件は認定されました。 

 

 〔以上の経過により、議案第25号 平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定について、一般会計、歳出第２款総務費、第１項総務管理費中関係部分、第

３項戸籍住民基本台帳費について、採決の結果、別段異議なく認定すべきものと決

する。〕 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、全体会に送るべき事項につきまして、確認をさせていただきたいと思います。 

 全体会に送るべき事項はございますか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 それでは、ここで理事者の入れかえになります。今から協議会に入りますが、皆さん休

憩なしでよろしいですか。 

 では、そのまま協議会に入りたいと思いますので、理事者の皆さんは入れかえをお願い

いたします。 
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                                １５：１０休憩 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：３２再開  

○ 樋口龍馬委員長 

 報告事項が一つ届いておりますので、報告をされます方、挙手にて。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 市民課の伊藤でございます。 

 続きまして、５ページのほうをお願いいたします。 

 証明書のコンビニ交付についてご報告をさせていただきますが、今回は、来年の２月か

ら証明書のコンビニ交付サービスを開始しますので、本日は現在の個人番号カードの交付

状況をご報告させていただきますとともに、今度から取得できる証明書と、コンビニでの

取得方法のほうを、お時間を頂戴してご説明したいと思っております。 

 １番、個人番号カードの申請・交付件数の推移で、この７月末現在でございます。一番

右ですが、申請の件数の累計が３万4731件、交付件数の累計が現在２万7356件となってお

ります。表の一番下右端ですが、７月末で交付率が8.76％でございます。 

 ２番の表でございます。個人番号カードの年齢別集計表、６月の所管事務調査のときに

どの年齢の方が一番多いんだろうとか、少ないんだろうとかいうご質問をいただきました。

60代の方が一番右ですけれども、22.6％ということで、60代の方が一番ご利用いただいて

おります。次に多いのが、70代の方でございます。ちょっとお若い人にはもう少しお知ら

せをしていく必要があると考えております。 

 ６ページのほうをお願いいたします。 

 ３番、全国のコンビニ交付導入状況、これも６月のときもご説明しましたが、８月８日

現在で６月よりも少しまたふえまして、全国の1741地方自治体のうち、538団体30.9％が

コンビニ交付を実施というところでございまして、住民票、印鑑については全てのところ

が、税、戸籍、附票といったところは68％、あるいは57％のところが取り組んでいるとい

った状況でございます。 

 ４番目の表をお願いいたします。県内につきましては、既に鈴鹿から始まって、10の市

町が取り組んでおりまして、四日市は２月からといったところで、５種類の証明書の発行
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を予定しております。 

 では、５番のほうをお願いいたします。コンビニ交付で取得できる証明書について、案

をご説明いたします。 

 タイトルの下に①などあります。まず、前提条件として、四日市市に住民登録のある方、

四日市市民の方で、②本人、ご本人です。③15歳以上の方です。これは、窓口でも、小さ

なお子様ですとおうちの方に来ていただいてくださいということで、一定の年齢で申請を

していただくように窓口運用がなっていることに合わせて15歳以上と考えております。そ

れから、個人番号カード、マイナンバーカードをお持ちの方という前提の中で、まず、住

民票の写しは200円、こちらの手数料は、窓口とコンビニ交付は同額でと考えております。

一番右、取得できる証明書ですが、ご本人の分、あと世帯全員の分、また同じ世帯の方の

分が取得していただけます。カードとキー操作、暗証番号があれば取得できます。 

 印鑑登録につきましても、印鑑登録のある方がご本人の分だけとれます。所得課税証明

は、１月１日に住民票登録がある方がご本人の最新のものだけがとれます。戸籍のいわゆ

る謄本、抄本につきましては、抄本、謄本、それから同じ戸籍にある方の人の分もとれま

す。附票につきましても、同じようにとれるというところでございます。 

 ７ページからのほうは、実際のコンビニ交付の画面のほうをお示ししているところです

ので、少し説明をさせていただきます。 

 左側に①、②、③と振ってあります。 

 ①のところで、キオスク端末のところへ行っていただきますと、行政サービスというと

ころがございますので、そこのところを押していただきます。 

 ②に進みますと、メニュー選択ということで、証明書交付サービスというところをまた

押していただきます。 

 次、③ですけれども、この時点でマイナンバーカードを読み取って、差し込んでいただ

きます。あるいは置いていただきます。 

 ④でございます。次、画面が進みまして、お住まいの市町村の証明書というところを押

していただきますと、コンビニ交付のほうに進んでまいります。 

 ⑤、ここで暗証番号４桁を入力していただきます。 

 ⑥、次にここまで進みますと、カードをおとりいただきまして、この後はマイナンバー

カード、しまっていただいて結構です。 

 ⑦証明書の種別ということで、四日市の場合は５種類選ぶ画面が出てきます。今回は一
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番上の住民票の写しというのを例えば選ぶことといたしますと、⑧本人のみか、世帯全員

か、世帯の一部かというのを聞いてきますので、例えば本人のみというのを押すというこ

とになります。 

 次に、⑨ですが、ここで、住民票に世帯主や続柄などを書きますか、あるいは本籍地な

どの記載は要りますか、あるいはマイナンバーカードは要りますか、こういったことを聞

いてきますので、要る要らないというところをあるなしで押していただきます。 

 10番でございます。ここで、何枚要りますかというところで、部数１部とか２部とかを

押していただきます。 

 11番、今まで入力してきた中身をここで確認する画面がやってまいります。 

 12番、ここで料金、11番で料金が示されますので、12番でお金を入れます。コインのほ

か、セブンイレブンなどはｎａｎａｃｏカードという電子マネーが使えますので、また後

日、手数料の改定などをお諮りしたいと考えております。 

 13番、ここでほどなくすると印刷がされてまいります。 

 14番まで進みますと、音声で、終了しましたと音声案内がありますので、音声案内の終

了のボタンをここで押していただきまして、15番、領収書発行と、こういう手順で証明書

を受け取っていただくということになります。 

 説明は以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 具体的に２月１日からですか。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 現在、２月１日でできるように進めております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 対象のコンビニはセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートですか。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 伊藤です。 

 四日市にありますコンビニ全てでやっていただける予定で進めております。 
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○ 樋口龍馬委員長 

 市外、県外のコンビニも同じブランドであればいいんですかね。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 市外もセブンイレブンとか、この辺のおなじみのあるところのは全てしていただけるよ

うにしております。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ご説明はお聞き及びのとおりです。 

 報告です。こういう形で実施をしていくということでありますので、特に何か、どうし

ても言っておきたいことがおみえになったら、挙手にて発言をお願いします。 

 

○ 日置記平委員 

 コンビニで銀行振り込み、うちは扱っていませんというところがあるんや。全部のコン

ビニでできるわけじゃない、これ、振り込みの場合ね。あるので、多分これも、今ちょっ

と明解な回答ではなかったけど、やっぱりコンビニの会社の名前を全部ぽっとわかるよう

にしておいてあげたほうがええな。銀行振り込みをするときに、この間も行ったけど、私

のところは扱っていませんって、全部やっているのかなと思ったら扱っていないところが

ある。だから、恐らくそれ、発生すると思うので明解にしておいてもらいたいのと、もう

一つはちょっと心配していたのは、高齢者がカードを入れて、もろうてカードを置き忘れ

てきたら、これは個人責任でしようがないと言えばしようがないけど、あれ、他人が行っ

て証明とれるよね。これが悪用されることがあると。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 ご意見ありがとうございます。 

 この後、また広報などで、広報よっかいちでいろいろ周知していく際に、こういうコン

ビニでとれますというようなことも、きちんと皆さんにお伝えできるようにしていきたい

と思います。 

 また、後半部分のカードにつきましては、先ほどちょっと手順を説明した６番ですけど、
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ここの部分でカードを取り外していただいてしまっていただかないと、次の７番に進めま

せんので、とっていただけるタイミングはご案内できるようになっております。 

 

○ 日置記平委員 

 振り込みの場合、コンビニの店員さんがやってくれるの。これもやってくれるんかな。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 伊藤でございます。 

 これはやはりコンビニのキオスク端末で進んでいく過程で順次やっていくことになりま

すので、やはり12番のところでお金をご自分でちょっと入れていただいて進んでいくとい

うのが基本だとは思いますが、もしコンビニの店員さんにお声がけされたら対応していた

だけるコンビニもあるかとは思います。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますでしょうか。 

 

○ 小川政人委員 

 これって、暗証番号を５回間違えたらパアになるとかというのはあらへんの。銀行のキ

ャッシュカードみたいになるような。 

 

○ 打田市民課副参事兼課長補佐 

  ３回間違えるともう動かなくなります。３回です。 

 

○ 小川政人委員 

 カードがパアになる。動かないのはええけど、カード自体が無効になるということはな

いのかな。 

 

○ 打田市民課副参事兼課長補佐 

 また市民課なりセンターのほうで、もう一度登録していただければ使えるようになりま

す。 
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（発言する者あり） 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 ご意見、たくさんありがとうございます。 

 先ほども言いましたように、また広報の12月上旬とかに１ページもらいますので、いろ

んな注意していただくこととか、いろいろつくりまして、ご案内したいと思います。 

 

○ 打田市民課副参事兼課長補佐 

 補足します。 

 カードの暗証番号だけをもう一度登録してもらうだけですので。 

 

○ 小川政人委員 

 カードが無効になるということ。 

 

○ 打田市民課副参事兼課長補佐 

 暗証番号が無効になるということです。済みませんでした。 

 

○ 平野貴之副委員長 

 この資料について質問させていただきます。 

 ５ページの年齢別のマイナンバーカードの発行の情報なんですが、これ、男女別にもあ

りまして、おもしろいなと思ったのが、90歳以上を除いて全ての年代で男性のほうが発行

数が上回っているということで、初め逆かな、女性のほうが多いのかなと思っていたんで

すけど、この理由について何か把握ってされていますか。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 分析について、把握していないなら把握していない、把握しているなら把握している。 

 

○ 伊藤市民課参事兼課長 

 今のところ、済みません、把握してございません。 
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○ 平野貴之副委員長 

 これ、偶然なのかもしれないですけど、もし何か傾向があるんなら、その傾向に合わせ

てマイナンバーカードの推進なんかをしていくと効果的じゃないかなと思います。また、

若い年代はパーセンテージが低いですけど、例えばこれから大学でどこか違うところへ行

くとか、そういう人にはすごく効果的だなと思うので、またそういう推進をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 他にございますか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 ないようでしたら、本件報告についてもこの程度で閉じさせていただきたいと思います。 

 これで全部の事項が終わりまして、行政視察報告書案についてでございますが、今回の

委員会審査が始まる冒頭に、本日の審査全て終了後に自動で承認という形をとらせていた

だきたいというお願いをさせていただいたところであります。 

 報告書について、何か訂正すべき点等ございましたでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 樋口龍馬委員長 

 では、最後に、ちょっと休会中所管事務調査についてをやりたいので、理事者の方は一

度退席をしてください。インターネット中継を切ってください。 

はい。本審査に入る前にですね、休会中の所管事務調査について日程を確認させていた

だいておりますが、改めて申し上げます。10月23日火曜日の10時より、鈴鹿大学の仲先生

を参考人としてお招きしての会となります。犯罪被害者支援についてということでご予定

を確保お願いします。 
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 公開の委員会の形をとりまして、関係所管部局にも仲先生がお見えになるということは

お伝えして、行政の方でオブザーブしたいという方がお見えになったらオブザーブしてい

ただけるようなしつらえにしていきたいというふうに、議長の方にも正式に申し入れを行

いますけど、していきたいと今正副委員長の方では考えているところでございます。 

 続きまして13番項、11月定例月議会の議会報告会の日程であります。日程案がですね、

大変に申し訳ないのですが12月28日と年末なんですが、もちろん年を明けてからでも構わ

ないと議会運営委員会では言われてはいるんですけれども、年内に実施しようと思うと12

月28日しかないということで。よろしいでしょうか皆さん。市民の方もこんな年の瀬に来

ていただけるんかということもあるんですが。 

 

（異議なし） 

 

〇 樋口龍馬委員長 

 また、今期内では難しかったんですけども、日程変更についても議会運営委員会を通さ

ないといけないということで８月定例月議会議会報告会は10月10日に予定しています、今

度の議会報告会についてもですね、笹川の自治会長会議があるにも関わらず、同じ場所で

実施をするという事が回避することができませんでした。私なりに努力したんですが議会

運営委員会の決を採っているということで。これも改選後、皆さん帰ってお見えになって

ですね、是非変えていきたいなと強く感じる部分でありましたので、そのような場面があ

ればぜひご協力をお願いいしたいと思います。 

 で、11月定例月議会の議会報告会については、12月28日で皆様にご了承いただきました。

午後６時30分より午後８時45分という形でございます。開催場所でございます。北部ブロ

ック東のうちから決めていきたいと考えております。北部ブロック東は、富洲原地区、富

田地区、大矢知地区、羽津地区、橋北地区、海蔵地区が該当地区となります。本当ですと

富田地区もあるので四日市高校の学生さんなんかとも思ったんですか28日は冬休みに入っ

ておりまして、どこもなかなかご協力をいただくのは難しいのかなということで今回は諦

めることといたしました。で、開催場所の候補として富洲原地区市民センターなどいかが

かと。他の場所がいいよという事なら大矢知地区市民センター、海蔵地区市民センターに

なろうかと思いますが、皆さんここでやったらどうだというのがあればですね。 
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（発言する者あり） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 いやいや。北部ブロック東の中から最近まわっていない箇所で。利用頻度の関係で。 

 

（発言する者あり） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 じゃ、皆さんがそうやって言ってくれたら富洲原地区市民センターで行きたいと思いま

す。テーマについてでありますけれども、何か皆さんのなかでご提案ありますでしょうか。

また、正副委員長の腹案を示させていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 はい。ではそのようにさせていただきたいと思います。８月の議会報告会については、

先ほども少し触れさせていただきましたが、10月10日の18時30分より20時45分、四郷地区

市民センター２階大会議室におきまして、多文化共生について取り扱ってきたいと考えて

おります。集合時間なんですけれども30分前でよろしいですね。18時集合という形でお願

いしたいと思います。よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

〇樋口龍馬委員長 

それでは18時集合でお願いいたします。その他何かございますか。 

 

（発言する者あり） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 そうですね。今回協議会で市立四日市病院が上げてきた助産料の値上げ、割と委員会の
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中では私も含めネガティブな意見が多かったのかなと思うんですが、このまま放っておく

とですね、11月に議案として上がってきます。今まだ休会中の日程調整はしていないんで

すが、休会中所管事務調査で取り扱うべきだという提案もありましたので、日程をとって

どこかで行いたいと思いますが、皆さんいかがですか。 

 

（異議なし） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 はい。ではなるべく午後でとるようにします。病院長がいるいないというのが関わって

くるので、日程がタイトになる可能性があるのと、場合によっては市立四日市病院でさせ

ていただくということも考えなければならないなと思います。必ずしもそっちに行くとい

うことではなくて、場合によってはということで捉えておいてください。 

 では、今ご提案いただいた内容で所管事務調査を設定して、どこかで日程を確認したい

と思います。他にございますか。 

 

（なし） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 ないようでしたら皆さまのご協力のおかげですね。台風によって１日日程が縮んで厳し

い中ではございましたけど、決算の分科会を終えることができました。本当にありがとう

ございました。正副委員長ともに感謝しております。分科会長報告ですけれども、どの程

度のレベルで皆さんに出させていただくかということなんですが、細かい部分については、

正副委員長に一任いただいといてよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

〇樋口龍馬委員長 

 はい。議員間討議の部分についても集めさせていただいたものは、特出しして別の形で

整えますので、なるだけ早く皆さんにお示しするようにしたいと思います。以上です。 
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